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（１４時００分 開会） 
 

１ 開会宣言 

【小田嶋教育長】 

 ただ今から、定例会を開会いたします。 

 

 

２ 開催時間 
【小田嶋教育長】 

 本日の会議は、１４時から１７時までといたします。 

 

 

３ 傍聴 （傍聴者 １名） 

【小田嶋教育長】 
 本日は、傍聴の申出がございますので、「川崎市教育委員会会議規則」第１３条の規定により、

許可することに異議はございませんでしょうか。 

 

【各委員】 
 ＜了承＞ 
 

【小田嶋教育長】 

 また、「川崎市教育委員会傍聴人規則」第２条の規定により、本日の傍聴人の定員を２０名程度

とし、先着順としてよろしいでしょうか。 

 

【各委員】 

 ＜了承＞ 

 

【小田嶋教育長】 

 それぞれ、異議なしとして傍聴を許可いたします。 

 
 
４ 議事の入替及び非公開案件 
【小田嶋教育長】 
 本日の日程は配布のとおりでございますが、報告事項Ⅱと議事事項Ⅱの順番を入れ替え、議事

事項Ⅱから説明させていただきますので、御了承願います。 

 また、報告事項Ｎｏ．４から報告事項Ｎｏ．１３まで及び議案第３２号から議案第３４号まで

は、期日を指定して公表する必要がある事件であり、「川崎市教育委員会会議規則」第７条第４号

に該当するため、報告事項Ｎｏ．１４は、公開することにより教育行政の公正または円滑な運営

に支障を生ずるおそれがある事件であり、「川崎市教育委員会会議規則」第７条第５号に該当する

ため、同条ただし書の規定により、非公開とすることに賛成の委員の挙手を願います。 
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【各委員】 
 ＜挙手＞ 
 

【小田嶋教育長】 

 全員挙手です。よってこれらの案件は、非公開とすることに決定します。 

 なお、報告事項Ｎｏ．４から報告事項Ｎｏ．１３まで及び議案第３２号から議案第３４号まで

は、期日後に公表しても支障がないため、報告事項Ｎｏ．１４は、事故公表後に公表しても支障

がないため、会議録には掲載することといたします。 

 
 
５ 署名人 
【小田嶋教育長】 

 本日の会議録署名人について、「川崎市教育委員会会議規則」第１５条の規定により、本職から

指名いたします。 

 芳川委員と森川委員にお願いいたします。 

 

 

６ 報告事項Ⅰ 

報告事項Ｎｏ．１ 令和６年度実施川崎市立学校教員採用候補者選考試験（冬期選考）の実施に

ついて 

 
【小田嶋教育長】 

 まず、報告事項Ⅰに入ります。 

 報告事項Ｎｏ．１「令和６年度実施川崎市立学校教員採用候補者選考試験（冬期選考）の実施

について」の説明を、教職員人事課長、お願いいたします。 

 

【武田教職員人事課長】 

 報告事項Ｎｏ．１「令和６年度実施川崎市立学校教員採用候補者選考試験（冬期選考）の実施

について」御説明いたしますので、ファイルナンバー０１、報告事項Ｎｏ．１を御覧ください。 

 本試験は、本市の教員を志望する方々の受験機会を拡充し、優れた人材、多様な人材の更なる

確保を図るため、新たに実施するものでございます。 

 項番の１、選考区分・校種等でございますが、選考Ａは、市外の現職正規教員経験者を対象と

した選考と、市立学校正規教員経験者を対象としたジョブ・リターン制度による選考を小学校、

中学校、高等学校、特別支援学校で実施します。また選考Ｂは、正規教員経験者を対象とした選

考を、選考Ｃは、市立学校において臨時的任用職員、非常勤講師、一般任期付教員等経験者等を

対象とした選考をいずれも特別支援学校で実施いたします。募集人員は３つの選考区分を合わせ

て、６０名程度でございます。 

 ２ページを御覧ください。項番の２、受付期間及び申込方法につきましては、受付期間を令和

６年１２月２６日から令和７年１月１９日までとし、申込方法を電子申請とするものでございま



3 

す。 

 項番の３、第１次試験につきましては、選考Ｂ及び選考Ｃを対象に２月１日に実施いたします。 

 試験の内容は、集団討論、小論文Ａとしておりまして、２次試験扱いの小論文Ｂも同日に実施

いたします。 

 なお、選考Ａは市外の国公立学校において現職の正規職員として勤務していること、または本

市の正規教員経験者であることから、第１次試験を免除しております。 

 項番の４、第１次試験結果通知につきましては、２月６日を予定しております。 

 項番の５、第２次試験につきましては、２月９日に場面指導と個人面接を実施いたします。 

 項番の６、第２次試験結果通知につきましては、２月中旬を予定しております。 

 説明につきましては、以上となります。 

 

【小田嶋教育長】 

 御質問、御意見等はございますでしょうか。 

 森川委員、どうぞ。 

 

【森川委員】 

 御説明、ありがとうございました。 

 今現在、分かる範囲でいいのですけど、どのぐらいの応募者の方がいらっしゃるのか教えてく

ださい。 

 

【武田教職員人事課長】 

 ありがとうございます。 

 今現在、最終集計中ですので、なかなかこの場で具体的な数字は申し上げられないところもご

ざいまして、まとまり次第、委員の皆様にお知らせしたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

【小田嶋委員長】 

 ほかにはいかがでしょう。 

 野村委員。 

 

【野村委員】 

 御説明、ありがとうございました。 

 お尋ねしたいんですけれども、受験の回数制限というのですか、例えば夏、秋とありましたの

で、ここで受験の制限はないかということをお伺いしたいです。というのも、緊張で本領発揮で

きなかったという方もいらっしゃると思うので、繰り返し受けることも意味があるとは思うんで

すけれど、応募状況の感じを見ると、回数を増やすだけで受験の方の顔ぶれですとか、人数が増

えなかった場合、この実施の意味があるのかどうかというところが気になるのですが、そういう

ことも含めて、受験の回数の制限はないのかというところを教えてください。 

 

【武田教職員人事課長】 
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 ありがとうございます。 

 特に制限は設けておりません。また、顔ぶれといいますか、応募している方は必ずしも同じ方

が皆さん応募されているわけではなくて、新しい方も応募されておりますので、受験機会の拡充

という点も含めて、これらを実施していくと効果があるというふうに考えております。 

 

【小田嶋教育長】 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、報告事項Ｎｏ．１は終了といたします。 

 

 

報告事項Ｎｏ．２ 令和６年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について 

 

【小田嶋教育長】 

 次に、報告事項Ｎｏ．２「令和６年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について」の

説明を、健康教育課担当課長、お願いいたします。 

 

【末木健康教育課担当課長】 

 それでは、報告事項Ｎｏ．２「令和６年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について」

御報告いたしますので、ファイルナンバー０２－１、報告事項Ｎｏ．２のファイルを御覧くださ

い。 

 本日は、スポーツ庁が実施いたしました本調査における本市の概要につきまして、御報告させ

ていただきます。 

 初めに、資料１ページの四角囲みにつきましては、本調査の概要でございますので、資料に記

載のとおりでございます。 

 ２ページを御覧ください。「１ 本市の体力の状況」でございます。 

 「（１）体力合計点の経年推移」を御覧ください。 

 （図１－１）は、小学５年生男子の、（図１－２）は小学５年生女子の経年推移を、また、点線

につきましては、全国の平均の数値、線のグラフでは、本市の数値をお示ししているところでご

ざいますが、本市の体力合計点は、前回の調査結果と比較して横ばいとなっていたところでござ

います。 

 （図１－３）は、中学２年生男子の、（図１－４）は、中学２年生女子の経年推移をお示しして

おりますが、本市の体力合計点は、前回の調査結果を上回る結果となり、中学２年生男子では、

平成２６年度以降、最も良い結果となったところでございます。 

 ３ページを御覧ください。「（２）種目ごとの平均値の比較」でございます。 

 表１のとおり、本市では、小学５年生男女では握力及び長座体前屈が、中学２年生男子では上

体起こし及び持久走が、中学２年生女子では握力、上体起こし及び持久走が、全国平均をそれぞ

れ上回っており、その他の種目は小中学生ともに全国平均を下回ったところでございます。 

 ４ページを御覧ください。「２ 運動習慣等の状況」でございます。 

 初めに、「（１）運動やスポーツすることは「好き・やや好き」」と回答した割合を御覧ください。
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表２のとおり、本市では、小学５年生男女と中学２年生男子では、全国平均とほぼ同じですが、

中学２年生女子では、全国平均より低い傾向が見られたところでございます。 

 次に「（２）授業以外における運動やスポーツの１週間の総運動時間」を御覧ください。表３の

とおり、本市では、小学５年生男女では全国平均を下回りましたが、中学２年生男女では全国平

均を上回っているところでございます。 

 ５ページを御覧ください。「３ 生活習慣の状況」を御覧ください。 

 「（１）１日当たりの睡眠時間の割合」でございます。表４のとおり、本市の児童生徒の１日当

たりの睡眠時間が８時間以上の割合は、小学５年生男女では全国平均とほぼ同じですが、中学２

年生男女では全国平均より低い傾向が見られたところでございます。 

 ６ページを御覧ください。「（２）学習以外での平日１日当たりのＴＶ、ＤＶＤ、ゲーム機等の

画面の視聴時間、いわゆるスクリーンタイムの割合」でございます。 

 表５のとおり、本市の１日当たりの画面の視聴時間が３時間以上の割合は、小学５年生男女で

は、全国平均よりやや低く、中学２年生男女では、やや高い傾向が見られたところでございます。 

 ７ページを御覧ください。「（３）朝食を毎日食べると回答した割合」でございます。 

 表６のとおり、小学５年生の男女と中学２年生男子では全国平均とほぼ同じでございますが、

中学２年生女子では全国平均より低い傾向が見られたところでございます。 

 ８ページを御覧ください。「４ 調査結果から見える本市の現状と課題」でございます。 

 １点目として、本市の児童生徒の体力・運動能力は、前回の調査結果と比較すると、全国平均

を上回る種目が増えた一方、小学５年生男女では、反復横跳び及び２０メートルシャトルランが、

中学２年生男女は、立ち幅跳びが、全国平均値との差があり、引き続き、各体力・運動能力を向

上させる動きを普段の体育活動に積極的に取り入れる等の工夫が必要であること。 

 ２点目として、運動やスポーツをすることは「好き・やや好き」と回答した割合が、小学５年

生男女、中学２年生男女の全てで全国平均より低くなっており、児童生徒の体力向上を図るため、

運動の楽しさや喜びを味わうことができる体育の学習内容の工夫に加えて、生活の中に運動を取

り入れ、定着させるための取組をさらに進めていくことが必要であること。 

 ３点目といたしまして、生活習慣等の調査から、全国平均と比べると、中学２年生男女では、

睡眠時間が短く、スクリーンタイムが長くなっていることや、中学２年生女子では、朝食を毎日

食べる割合も少ないことから、生活習慣等について意識を持ち、調和の取れた規則正しい生活の

大切さを理解できるよう、保健の学習内容を工夫する必要があると考えているところでございま

す。 

 最後に、「５ 今後の取組について」の具体的な取組についてでございます。 

 スポーツ庁から提供されるデータを基に、専門家の指導を参考にしながら、自校の調査結果の

分析・考察を行うとともに、児童生徒が自分の体力をＧＩＧＡ端末等の活用によって「見える化」

し、児童生徒一人ひとりが適切な目標を設定し、休み時間や体育・保健体育の学習等で体力の向

上が図れるよう、各学校の授業等の工夫・改善を行います。 

 また、児童生徒にスポーツの楽しさやすばらしらしさを感じてもらうため、かわさきスポーツ

パートナーによる「ふれあいスポーツ教室」の実施や、新たに小学校における体力向上の取組で

ある「かわさきキラキラチャレンジ」のお手本動画の作成など、関係機関と連携・協力した取組

などを進めてまいります。 

 説明につきましては、以上でございます。 



6 

 

【小田嶋教育長】 

 御質問、御意見等はございますでしょうか。 

 野村委員。 

 

【野村委員】 

 御説明、ありがとうございました。 

 川崎の子どもたちのいいところも、結果が振るわなかったところも両方見受けられた中で、気

になったのは、１週間の総運動時間というのが、中学生は全国平均よりも長く運動している一方

で、運動が好きかどうかというところで全国を下回っている。長く運動しているのに、好きとい

う気持ちがそんなにないというのはどういう状況なのかなというところで、どのように分析され

るのかなと気になりました。 

 これは私の仮説というか、もしかしたら、やらされているというか、やる環境があるからこそ

できているというところに支えられているのがあるのかもしれないなと思っていて、ただ、私た

ちが育むべきは、一生スポーツに関わって健康を維持していくようなモチベーションを持ち続け

ることだと思うのですよね。やらされるという環境がなくなっても、子どもたちが健康でいても

らうには、「好き」という気持ちを育んでいくのがすごい大事だと思っています。 

 そうなってくると、今後の対策のところで気になるのは、体育学習の充実、充実というワード

は時に怖くて、熱心過ぎる体育の指導というのは余計に体育の苦手意識を育んでしまう場合もあ

るのかなというふうに思います。上手になれば好きになるわけでもないですし、苦手でも楽しめ

るということをどうしたら伝えられるのか、そこは一層、充実というのは何で示すのかというと

ころを間違わないでいただきたいというのが意見です。 

 それから、ライフスタイルについては、子どもたちのどんなに授業で伝えても、それももちろ

ん大事なんですけれども、家庭の理解というのも大事になってくるのかなと思います。習い事で

忙しいのか、それともヤングケアラーのように家庭の環境のせいなのか、どんな理由でその子が

忙しくて、思うように休息が取れないのかとか、運動の機会が持てないかというのは背景様々あ

ると思うんですよね。そうしたときに、子どもたちだけに「あなたが管理するもの」というのは

押しつけになってしまってもよくないなと思うので、その部分をどう家庭にお知らせして協力を

していただくのかというところも今後の対策として、どう考えていらっしゃるのかをお聞かせい

ただければと思います。 

 以上です。 

 

【小田嶋教育長】 

 では、２点ありましたけれども。 

 まず、総運動時間の全国との差についての考え方について、お願いします。 

 

【末木健康教育課担当課長】 

 総運動時間が全国に比べて高くなっているという調査結果が明らかになっていまして、これは

例年の結果でございます。やはり、本市における中学校の運動時間については、大きいのは部活

動ではないかというふうに考えております。ただ総時間の平均を見ますと、部活動プラスさらに
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運動しているというような時間が増えていますので、中学生、男女を含めてですが、積極的に運

動に取り組んでいるというような実態がありますので、そちらはより健康である一方で、委員か

ら御指摘があったとおり、やらされているということの御意見につきましては、同じように委員

の御指摘のありましたように、体育の学習の中で工夫をしていくというところが大事だと思いま

すので、これらの生活習慣、運動の結果を体育の担当教員の集まる会議がございますので、改め

て結果を共有した上で、この部分については協議してまいりたいと思っております。 

 

【小田嶋教育長】 

 もう１点が家庭への啓発ということです。 

 

【末木健康教育課担当課長】 

 家庭への啓発につきましては、この結果につきまして、学校の中だけで共有するだけではなく

て、学校のほうからも発信することが大事だと思いますので、今後新たに個々の記録を入力する

という、見える化の取組を来年度から始めてみようと思っていますので、そういうところも含め

て、学校のほうからも積極的に体力の部分について、保護者のほうにいろいろな機会を通じて発

信していくように、これも内部などを通じて周知していきたいというふうに考えております。 

 

【小田嶋教育長】 

 よろしいですか。 

 ほかに何かありますでしょうか。 

 森川委員。 

 

【森川委員】 

 御説明、ありがとうございました。 

 「３ 生活習慣の状況」なんですけれども、スクリーンタイムのところなんですが、これは児

童生徒からの自己申告という形の集計でよろしいですか。 

 

【末木健康教育課担当課長】 

 おっしゃるとおりでございます。 

 

【森川委員】 

 わかりました。現場にいての体感よりも、ちょっとみんな数字を少なく書いたのかなという、

私の中の実感でして、ここの数字は今後絶対に増えることはあっても減ることはないように思わ

れます。かなり、小学１年生から、ＹｏｕＴｕｂｅのようなものが子どもたちの生活に入り込ん

でいるので、ここも減らすのはかなり難しく、逆に、それを見越した上での訴え方をしていかな

いと、厳しいのかなと思います。 

 ただ、家庭の、先ほど野村委員がおっしゃった、家庭への啓発なんですけれども、朝食を食べ

る・食べないに関しては、児童生徒ではどうしようもない、どうすることもできないこともある

わけで、現場の学習内容を工夫するとありましたが、私は作ってもらえないのなら、自分で作ろ

うという呼びかけを子どもたちにしていく、食べることは大事で、作ってもいいんだよという。
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私は家庭科の学習も体力に関係があるのではなかろうかと思っております。 

 以上です。 

 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 西井委員。 

 

【西井委員】 

 御説明、ありがとうございます。 

 森川さんの意見と重複するところがあって大変恐縮なんですけれども、生活習慣のところのス

クリーンタイムの調査がありましたけれども、これに関しては、これを受けてどういうふうなア

クションを子どもたちにやっていくのかというところの議論を、もう少し聞かせていただきたい

なと思っています。 

 というのも、１つ事例を申し上げると、皆さんは御承知だと思いますけど、東北大学の川島隆

太先生の宮城県での研究報告をお聞きしたことがあって、１０年間ぐらいの調査だと思いますけ

れども、レポートというところまではいかないかもしれませんが、近い研究があって、スクリー

ンタイムが、特にスマホによって１日当たり、例えば、ほぼ影響がないのは１時間以内で、それ

から１時間ずつ増えるごとに能力、偏差値も下がっていくというのを１０年間かけて、１０年間

というと小学生から大学、社会人までのことで、有意に影響があるということも発表されている

んです。怖いですよね。特に４時間以上という時間をスクリーンタイムで過ごしている児童生徒

が、これだけの構成に、川崎にいるということで、かなり一生懸命勉強しながら、一方でそうで

ない勉強も家庭でしてもらっているということになっていますので、そのことは怖いんだよとい

うことを教えてあげるというのは、大事な仕事なんじゃないかというふうに思いました。世の中

に研究発表をちゃんとされているので、それを教育委員会が評価をして、適切に理解できている

状態で、父兄と児童生徒に伝えていくと、子どもたちも高学年になっていくと、それぐらいのこ

とを理解できる年になっていると思いますので、そういうことは、ぜひ、やっていただきたいと

思います。 

 

【小田嶋委員長】 

 ありがとうございます。 

 坂口委員。 

 

【坂口委員】 

 ありがとうございます。 

 申し上げるかどうか迷いながらなんですが、１つ質問で、具体的な取組のところで、新たに小

学校における体力向上の取組として「かわさきキラキラチャレンジ」のお手本動画の作成をする

とあります。これは初めての取組なんでしょうか。それとも過去にもう既にやったことがあり、

新たにさらに動画を作るということでしょうか。 
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【末木健康教育課担当課長】 

 動画を作成して配布をするという取組は過去にも行っておりまして、様々な運動を取り上げて

動画を作るということは、スポーツパートナーの御協力をいただいてやっております。今回はさ

らに違う種目、投げる種目ですとか、そういう違う種目で、また新たに動画を作りましたので、

それを新たに配布いたしましたので、活躍している選手たちが自分たちの学校でも取り組むよう

な、種目に取り組んでいるという映像を見て、取り組んでもらえればなという思いで作らせてい

ただきました。 

 

【坂口委員】 

 ありがとうございます。 

 体育の授業で活用するというのはとてもいいかなというふうに思います。一方で、個人個人が

これを見て何かするということにかなりつながりにくいなというふうに思って見ておりました。 

 各地域にある、例えば、ゆる部活というようなものは川崎市にありますか。朝、勝ち負けをし

ないで、いろんな種目をちょっとだけする、例えば、３０分のゆる部活。 

 

【小田嶋教育長】 

 ゆる部活は、今はないです、川崎に。 

 

【坂口委員】 

 多分、総時間数というのが伸びているというのが中学２年生男子に顕著ということもあって、

部活の参加率も高いんだろうというふうに思います。スポーツに大変熱心な地区でもあるから。

そうじゃない子どもたちにどうアプローチするのかというのをぜひ考えていただきたいですし、

ここに動画があるんでしたら、そういう方々が活用するには、ということを考えていただきたい

ですし、そのためには、運動部じゃない人たちの運動の機会というのをどう確保したらいいか。

授業も大事なんですけれども、これを授業以外の時間というのを総時間量ということでカウント

しているというところもあるので、体育の授業ももちろん重要なんですけれども、それ以外の機

会をということもぜひ考えていただきたいです。 

 以上です。 

 

【小田嶋教育長】 

 小学校では、きらきらタイムということをずっと継続的に、いわゆる中休み、長い休み時間で

すね、午前中の。その時間を使った縄跳びだとか、ダンスであったり、いろいろなものをやって

いく中で、新たな動画を今まで作ってきて、そこに活用したりもしているんですが、今回、また

新たなスポーツパートナーに協力いただいて作ったものを、そういった時間等で活用していただ

いています。 

 

【坂口委員】 

 ありがとうございました。 

 

【小田嶋委員長】 
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 ほかに何かありますでしょうか。 

 芳川委員。 

 

【芳川教育長職務代理者】 

 御報告、ありがとうございました。 

 気になったところは、各委員が言っていることと通じるものがあると思うんですが、特に気に

なったところは、具体的な取組になってくると、スポーツ、運動に特化したものになってしまっ

ている気がしていて、この資料を見ていきますと、実はスクリーンタイムの話だとか朝食の話だ

とか、生活全般のことを取り上げながら結果を出したりとかしてくださるんですけれども、具体

的な取組になると、運動をどうするかとかというふうに、ちょっと間口が狭くなってしまってい

る感じがしているんです。そうなってくると、例えば、森川委員とか西井委員が言ったように、

子どもたちに、運動、スポーツだけではなくて、もっと役に立つような情報の提供であったりと

か、もう少し幅の広いフィードバックを子どもたちに対してやることができたらいいなというふ

うに思いますので、具体的な取組の中、せっかくこれだけ分析していただいたので、もう少しほ

かのものとリンクしながら考えていただけると、さらにいいのかなというふうに思いました。 

 以上です。 

 

【小田嶋委員長】 

 ありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、報告事項Ｎｏ．２は終了といたします。 

 

 

７ 議事事項Ⅰ 
議案第３１号 川崎市教育委員会公告式規則の制定について 

 
【小田嶋教育長】 

 続いて、議事事項Ⅰに入ります。 

 議案第３１号「川崎市教育委員会公告式規則の制定について」の説明を、庶務課担当課長、お

願いいたします。 

 

【伊藤庶務課担当課長】 

 それでは、議案第３１号につきまして、御説明申し上げます。 

 ファイルナンバー０３－２、議案第３１号資料の２ページを御覧ください。 

 初めに、１でございますが、公告式とは、ある事項を広く一般に周知させる方式をいい、条例、

規則等の公布・公表の方式は、川崎市公告式条例で、教育委員会が定める規則、規程の公布・公

表の方式は、川崎市教育委員会公告式規則で定めております。 

 また、現在、本市では、右下の写真のとおり、掲示場に書面を掲示する方式を採用しておりま

す。 
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 ３ページに参りまして、２でございますが、アナログ規制の見直しにより、掲示場に書面を掲

示する方式としている川崎市公告式条例が一部改正され、それに伴い川崎市教育委員会公告式規

則の見直しを行うものでございます。 

 ３の今後の公告式でございますが、原則として、川崎市公報、具体的には市ホームページに登

載いたします。 

 続きまして、ファイルナンバー０３－１、議案第３１号のファイルをお開きいただき、４ペー

ジを御覧ください。 

 制定理由でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１５条第２項の規定に

基づき、教育委員会規則その他川崎市教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式に関

し必要な事項を定めるものでございます。 

 規則の内容について御説明いたしますので、恐れ入りますが、２ページにお戻りください。 

 第２条におきまして、教育委員会規則を公布する際の方式を、第３条におきまして、教育委員

会訓令を公表する際の方式を、３ページにまたがる部分でございますが、第４条におきまして、

教育委員会告示や教育委員会公告を公表する際の方式を、それぞれ定めております。 

 なお、附則において、この規則をアナログ規制の見直しに伴い関係条例の整備に関する条例附

則ただし書に規定する規定の施行の日から施行するとともに、川崎市教育委員会公告式規則を廃

止する旨を定めております。 

 議案第３１号の説明につきましては、以上でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

【小田嶋教育長】 

 御質問等はいかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、議案第３１号につきましては、原案のとおり決することに賛成の委員の挙手を願い

ます。 

 

【各委員】 

 ＜挙手＞ 

 

【小田嶋教育長】 

 全員挙手です。よって、本件は原案のとおり可決いたします。 

 傍聴人の方に申し上げます。これからは非公開の案件となりますので、川崎市教育委員会傍聴

人規則第６条の規定に基づき、傍聴人の方は御退室くださるようお願いいたします。 

 

＜以下非公開＞ 
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８ 議事事項Ⅱ 
議案第３２号 川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正につい

て 

議案第３３号 川崎市教育委員会委員の報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部改正の方

針について 

 

【小田嶋教育長】 

 では、続いて、議事事項Ⅱに入ります。 

 議案第３２号「川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正の方

針について」及び議案第３３号「川崎市教育委員会委員の報酬及び費用弁償額並びにその支給条

例の一部改正の方針について」ですが、これらはいずれも教育長及び教育委員会委員の給料月額

等に関する条例の一部改正の方針についての議案となりますので、一括して審議することに異議

はございませんでしょうか。 

 

【各委員】 

 ＜了承＞ 

 

【小田嶋教育長】 

 異議なしとして、一括して審議いたします。 

 それでは、議案第３２号及び議案第３３号についての説明を、庶務課担当課長、お願いいたし

ます。 

 

【伊藤庶務課担当課長】 

 それでは、議案第３２号「川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一

部改正の方針について」及び議案第３３号「川崎市教育委員会委員の報酬及び費用弁償額並びに

その支給条例の一部改正の方針について」、一括して御説明いたします。 

 ファイルナンバー１３、議案第３２号・３３号のファイルを御覧ください。 

 初めに、「１ 改正の理由」でございますが、市長から川崎市特別職報酬等審議会に諮問した「川

崎市議会議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額について」の答申に基づく市長な

どの給料月額等の改定に伴い、教育長及び教育委員会委員の給料月額等の改定を行うためでござ

います。 

 次に、「２ 方針の内容」でございますが、（１）のとおり、教育長の給料月額を、現行の額か

ら１万円引き上げ、また、（２）のとおり、教育委員会委員の報酬を、現行の額から４，０００円

引き上げるものでございます。 

 説明は、以上でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

【小田嶋教育長】 

 質問、御意見等はございますでしょうか。 

 西井委員。 
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【西井委員】 

 御説明、ありがとうございます。 

 この背景というか、これを教育委員会で審議する根拠を教えてもらいたいんですよね。つまり、

市長などの額が提示されたということについては、よろしいかと思いますし、それが議会で審議

されるのはいいと思うんですけど、教育委員会は執行機関であって、教育長、それから、私ども

委員が参加しているメンバーなんですけど、これを決議するということについて、そこをどうい

う条文の根拠があってのことか教えてもらえますか。 

 

【伊藤庶務課担当課長】 

 こういった方針を教育委員会会議に諮る趣旨でございますが、まず１点目でございますが、今

回、川崎市特別職報酬等審議会の答申があったわけですが、この中には教育長ですとか教育委員

会委員は含まれておりません。したがいまして、こういった答申が出されたことを踏まえまして、

条例の所管課である教育委員会のほうで決めていくというところが第一の趣旨です。ただ、教育

委員会のほうに条例の改正する権限はございませんので、あくまでも方針として決めただけで、

こちらからは市長に改正の依頼をする。こういった方針が決まりましたので、改正作業をお願い

しますということの方針案を諮るものでございます。 

 以上でございます。 

 

【西井委員】 

 そうするとこれは、方針依頼の決議ということですか。これを、給料をこれだけ上げてほしい

ということを、市長に上申するための決議と、そういうふうに思っていいわけですか。ここで決

めたから上がるというものではないのですよね。 

 

【伊藤庶務課担当課長】 

 難しいところでもあるんですが、形式的にはそうなりますけれども、市役所全体を通じて、特

別職の報酬が上がりますので、教育委員会でも上げる方針を定めましたので、改正のほうをよろ

しくお願いしますというような決定になるかと思います。 

 

【小田嶋教育長】 

 御理解いただけましたか。 

 

【西井委員】 

 あまり理解できないです。 

 

【小田嶋教育長】 

 そういう説明のとおりということで理解していただければと思います。 

 

【西井委員】 

 慣例上というか、そういうことになりますね。 
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【小田嶋教育長】 

 そうなるでしょうね。 

 

【伊藤庶務課担当課長】 

 特別職の方に関しましては、同じ改定率をかけて、全体と同じような水準を上げていくという

慣例となっております。 

 

【西井委員】 

 なるほど、慣例に基づきですね。 

 

【池之上教育次長】 

 最後は議会の議決になります。 

 

【西井委員】 

 それはわかります。 

 議会の議決ということが最終の決議だということであれば、承知いたしました。 

 

【小田嶋教育長】 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、採決に入りたいと思います。採決につきましては、議案ごとに行います。 

 まず、議案第３２号につきましては、原案のとおり決することに賛成の委員の挙手を願います。 

 

【各委員】 

 ＜挙手＞ 

 

【小田嶋教育長】 

 全員挙手です。よって、本件は原案のとおり可決いたします。 

 次に、議案第３３号につきましては、原案のとおり決することに賛成の委員の挙手を願います。 

 

【各委員】 

 ＜挙手＞ 

 

【小田嶋教育長】 

 全員挙手です。よって、本件は原案のとおり可決いたします。 

 

 

議案第３４号 新小倉小学校の建物の取得について 
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【小田嶋教育長】 

 次に、議案第３４号「新小倉小学校の建物の取得について」の説明を、教育環境整備推進室担

当課長、お願いいたします。 

 

【亀村教育環境整備推進室担当課長】 

 それでは、議案第３４号「新小倉小学校の建物の取得について」御説明いたします。 

 ファイルナンバー１４－１、議案第３４号をお開きください。 

 本議案は、市長が行う教育財産の取得に際しての教育委員会の申出についてお諮りするもので

ございます。 

 今回、取得対象であります新小倉小学校の建物は、一般財団法人川崎市まちづくり公社により、

立替施行制度によって建築されたものでございまして、令和５年度に着工し、本年１月３１日に

完成予定となっております。 

 初めに、「１ 取得建物」についてでございますが、「学校名及び所在地」につきましては、新

小倉小学校、川崎市幸区新小倉２番１５号でございます。 

 「種類、構造・規模、取得面積」につきましては、「校舎・体育館棟」は、鉄骨造、地上４階建

て、取得面積は合計１万７，５４１．２０平方メートル、「屋外体育倉庫」は、木造平家建て、取

得面積９７．２０平方メートル、「駐輪場」は、鉄骨造平家建て、取得面積２２．４２平方メート

ルでございます。 

 取得金額は、９９億２，４６４万５，２４４円でございまして、買入れの相手方は、一般財団

法人川崎市まちづくり公社でございます。 

 ２ページを御覧ください。「２ 取得予定建物位置図」及び「３ 取得予定建物配置図」でござ

います。 

 ３ページを御覧ください。教育財産の取得に係る教育委員会の意見について、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２８条第２項の規定に基づき、市長

に提出する予定の文書でございます。 

 続きまして、ファイルナンバー１４－２、議案第３４号資料をお開きください。 

 「１ 建物概要等」につきましては、所在地、敷地面積、延べ床面積、構造・規模については、

それぞれ記載のとおりでございまして、「（５）各階平面図」につきましては、２ページ以降に資

料がございますので、併せて御覧ください。 

 「２ 設計コンセプト」につきましては、学びをつなぐ、地域とつなぐ、未来へつなぐの３つ

でございます。 

 「３ 施設の特徴」につきましては、（１）ＧＩＧＡスクール構想への対応といたしまして、普

通教室及び特別教室にプロジェクターを整備いたします。 

 「（２）環境への配慮」につきましては、屋上に太陽光パネルの設置や高断熱・高気密化による

空調負担の軽減、雨水をトイレの洗浄水として利用いたします。 

 「（３）地域開放エリアの充実」といたしましては、地域利用しやすい配置とし、学校と地域の

幅広い活動に対応しております。 

 「（４）防災機能の充実」につきましては、応急給水拠点やマンホールトイレなどの整備、災害

時にも利用できる体育館空調、太陽光パネルや蓄電池など、避難所としての活用に備えておりま

す。 
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 資料右上を御覧ください。 

 「４ 立替施行制度の活用」についてでございますが、立替施行制度は、大規模団地等の建設

に伴い、短期に集中して学校等公共施設の整備が必要になった際に、地方公共団体に集中する業

務負担や財政負担を緩和するための制度であり、公社等が施設整備を実施し、後に地方公共団体

が建設費等を公社等に支払い、建物を取得するものでございます。 

 本市では、平成６年に一般財団法人川崎市まちづくり公社と協定を締結以来、学校施設の整備

でも立替施行制度を活用してきております。 

 新小倉小学校の校舎の整備に当たっては、本市の大規模建設事業との業務集中に伴う技術職員

の不足のために、一般財団法人川崎市まちづくり公社による立替施行制度を活用することといた

しました。 

 次に、「５ 今後のスケジュール」についてでございますが、令和７年２月に、建物の取得につ

いての議案提出を行い、議決後に建物を取得する予定でございます。取得後、開校準備を進めて、

３月の竣工式を経て４月に開校いたします。 

 説明は、以上でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

【小田嶋教育長】 

 御質問等はいかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、議案第３４号につきましては、原案のとおり決することに賛成の委員の挙手を願い

ます。 

 

【各委員】 

 ＜挙手＞ 

 

【小田嶋教育長】 

 全員挙手です。よって、本件は原案のとおり可決いたします。 

 

 

９ 報告事項Ⅱ 
報告事項Ｎｏ．３ 中央支援学校高等部分教室校舎増築その他工事請負契約の締結について 

 

【小田嶋教育長】 

 続いて、報告事項Ⅱに入ります。 

議事事項Ｎｏ．３「中央支援学校高等部分教室校舎増築その他工事請負契約の締結について」

の説明を、教育環境整備推進室担当課長、お願いします。 

 

【木上教育環境整備推進室担当課長】 

 それでは、報告事項Ｎｏ．３「中央支援学校高等部分教室校舎増築その他工事請負契約の締結

について」御説明いたしますので、ファイルナンバー０４－１をお開きください。 
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 令和７年第１回市議会定例会に議案として提出いたします、工事請負契約の概要でございます。 

 工事名は、「中央支援学校高等部分教室校舎増築その他工事」、工事場所は、川崎市中原区上小

田中三丁目１０番５号、契約の方法は、一般競争入札、契約金額は、１７億３，８００万円、完

成期限は、令和８年９月３０日、契約の相手方は、興建・若井共同企業体、代表者は、株式会社

興建でございます。 

 次のページを御覧ください。参考資料の工事概要でございます。 

 本工事は、特別支援学校の施設の狭あい化の解消や、障害に応じた教育環境の確保のため、校

舎の増改築を行うものでございます。 

 「１ 構造・規模」でございますが、（１）の体育館棟、（２）の増築校舎棟、（３）の既存校舎

は、それぞれ記載のとおりでございます。 

 「２ 主要室名」等の詳細につきましては、資料で御説明いたしますので、ファイルナンバー

０４－２をお開きください。 

 １ページ、案内図を御覧ください。図面の赤色の部分が工事場所で、中央支援学校高等部分教

室は聾学校の敷地内にございます。 

 次に、２ページ、配置図を御覧ください。赤い線で囲まれた場所が今回の計画敷地となります。

図面の中央の建物が既存校舎、東側のグレー部分が体育館棟、南西側のグレー部分が増築校舎棟

でございまして、正門は敷地の東側にございます。 

 次に、３ページを御覧ください。１階平面図でございます。黄色の部分は特別教室で、体育館

棟に調理室、職業教育室、パソコン室、音楽室、美術室が、増築校舎棟に通級指導室がございま

す。水色の部分は管理諸室で、増築校舎棟に通級事務室、地域支援相談室がございます。また、

本工事において実施する既存校舎の主な改修部分を赤線で示しております。 

 次に、４ページを御覧ください。２階平面図でございます。桃色の部分は屋内運動場で、体育

館棟にアリーナ・ステージがございます。増築校舎棟には、特別教室として理科室と技術・木工

室、管理諸室として多目的室がございます。 

 次に、５ページを御覧ください。３階平面図でございます。体育館棟には、屋内運動場として

小体育室、増築校舎棟には、管理諸室として多目的室などがございます。 

 ６ページから９ページまでは、体育館棟の、１０ページから１２ページまでは、増築校舎棟の

立面図、断面図、完成予想図をそれぞれ添付してございます。 

 説明は、以上でございます。 

 

【小田嶋教育長】 

 御質問、御意見等はいかがでしょうか。 

 坂口委員。 

 

【坂口委員】 

 ありがとうございます。 

 工事のプロセスは、これから計画の中で明らかになってくると思うんですけれども、１点だけ、

騒音レベルの配慮というものを今回注意していらっしゃるかどうかという確認だけです。音に敏

感な生徒・児童さんがいらっしゃるのかなと思ったのですが、通常の増改築工事とは、もう一段

気をつける必要があるのかと認識したものですから。 
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【木上教育環境整備推進室担当課長】 

 工事の機械はなるべく低騒音型のものを考えておりまして、それでまた工事の契約が終わった

ら、よくよく学校と打合せをしながら、お子さんたちの勉強の妨げにならないような、そういっ

たような打合せをできないかというような話合いをしながら、工事を進めてまいりたいと思って

おります。 

 

【小田嶋教育長】 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、報告事項Ｎｏ．３は終了といたします。 

 

 

報告事項Ｎｏ．４ 川崎市立小中学校空調設備更新整備等事業における事業進捗状況について 

 

【小田嶋教育長】 

 次に、報告事項Ｎｏ．４「川崎市立小中学校空調設備更新整備等事業における事業進捗状況に

ついて」の説明を、教育環境整備推進室担当課長、お願いいたします。 

 

【亀村教育環境整備推進室担当課長】 

 それでは、お手元の資料のファイルナンバー０５を御覧ください。報告事項Ｎｏ．４「川崎市

立小中学校空調設備更新整備等事業における事業進捗状況について」でございます。 

 ２ページを御覧ください。「１ 事業概要」でございます。 

 （１）事業概要についてでございますが、本事業は川崎市立小学校１０３校、中学校５１校を

対象施設としており、ＰＦＩ方式により空調設備等の設計・施工・維持管理等を行うものでござ

います。事業期間は令和６年３月１８日から令和２３年３月３１日までの約１７年間でございま

す。 

 （２）契約概要でございますが、契約の相手方は株式会社川崎スクールエアクオリティで、代

表企業等は記載のとおりでございます。 

 （３）事業スケジュールでございますが、空調の更新・新設は、令和７年度から令和１０年度

にかけて行う予定となっておりまして、年度ごとの設計及び整備年度は記載のとおりとなってお

ります。また、維持管理につきましては、事業期間を通じて令和２２年度まで行います。 

 ３ページを御覧ください。「２ 事業進捗」でございます。 

 （１）維持管理業務でございますが、新設等設備の機能及び性能等を常に発揮できる最適な状

態に保ち、利用者が安全かつ快適に利用できるような品質等を保持するための業務でございます。

更新整備対象外設備に対しても定期点検、フィルター清掃等を行うほか、学校からの問合せ対応

等を行っております。 

 アの令和６年度事業進捗状況でございますが、シーズンイン点検及びフロン排出抑制法に基づ

く点検を行ったほか、学校からの問合せに対し、不具合の確認等を行い、必要に応じて教育環境

整備推進室で修繕や内部洗浄等の対応を行いました。 



19 

 イの市によるモニタリングでございますが、業務記録等の確認を行っております。夏季の点検

については、当初予定より時間を要したため、早期に完了するよう指示し、冬季の点検では改善

が図られました。 

 （２）設計業務、施工業務でございますが、更新時期を迎えている空調設備の更新及び未設置

の特別教室等への空調設備の新設を行うもので、令和６年度は３４校の設計を行っており、予定

どおりに令和７年度に施工業務を行います。省エネ性能に優れた機種の導入と遠隔監視システム

の導入により、エネルギー使用量の削減を目指しています。 

 イの市によるモニタリングでございますが、業務水準の達成状況を確認するため、適切に業務

内容のモニタリングを行っております。 

 ４ページを御覧ください。議案第３３号「川崎市立小中学校空調設備更新整備等事業の契約の

締結について」に係る附帯決議の対応状況でございます。 

 １の地元活用、地元調達に向けた取組につきましては、事業者提案による市内事業者割合につ

いて履行状況の確認を適切に行っており、令和７年度の施工に向け、引き続きモニタリングを実

施してまいります。 

 ２の契約変更等の議会への説明や下請業者への適正な支払いにつきましては、対象室の変更及

び物価変動を反映する必要があることから、令和７年第１回市議会定例会において、変更契約に

関する議案を提出する予定です。また、下請事業者への適正な支払いにつきましては、事業者に

周知し、不適切な事例が生じた場合には、必要な指導を行ってまいります。 

 ３の災害時支援に関する協定の締結につきましては、令和６年９月に事業者との災害協定を締

結いたしました。主な内容といたしましては、災害発生時の応急措置等を実施することや、市内

構成員が被災により活動できないときは、市外構成企業が中心となって支援を行うこととしてお

ります。 

 ５ページは、参考として災害時における応急措置に関する協定書の締結について、６ページに

本事業における更新整備年度を添付しておりますので併せて御確認ください。 

 説明につきましては、以上でございます。 

 

【小田嶋教育長】 

 御質問等はございますか。 

 森川委員。 

 

【森川委員】 

 御説明、ありがとうございました。 

 ３ページなんですけども、冷暖房の切替時期に当たる５月から問合せが増えているというとこ

ろなんですが、問合せというのは、「冷房が効きません」というよりは、暖房というよりは冷房の

ほうでお伺いしたいんですけれども、つけても動きませんとなった場合、お問合せが来てから、

実際に直していただけるまでどのくらいの日数とかはお分かりになりますか。 

 

【亀村教育環境整備推進室担当課長】 

 具体的な日数、何日ぐらいというのは把握してございませんけれども、事業者に問合せがあり

ましたら、市のほうに連絡が入りまして、不具合の状況を確認して、あとは故障の状況等によっ



20 

て対応可能な日数も少し変わってくるとは思いますけれども、可能な限り、早く復旧できるよう

に、改善するように努めているところでございます。 

 

【森川委員】 

 ありがとうございます。 

 機種によって、学校によって、導入した年度が違うので、全て直せるのに、どんな制度がある

のかなという理解をして、耐えて待つこともあったんですけれども、夏の暑さが尋常でないので、

冷房が効かなくなると、みんなして保健室に来る児童とかも出てきたりするので、なるべく、す

ぐに直せないようでしたら、サーキュレーターを入れるとか、何らかの応急処置みたいな、貸出

しみたいなものがあったら、現場も救われるのではないのかと思うことがありますので、よろし

くお願いいたします。 

 

【小田嶋教育長】 

 ほかにはいかがですか。 

 野村委員。 

 

【野村委員】 

 御説明、ありがとうございました。 

 こうして計画どおりに進めていただいて、また、災害時の対応も検討していただいて、適切に

進めていただいているなというふうに捉えています。ただ、実際現場の先生方とお話しする機会

を持ちますと、かなりその状況に乖離を感じているというのも正直なところ、あります。灼熱の

太陽のもと、冷房も効かずに３８度の気温の中で授業をされていて、具合が悪くなったら保健室

に行って、保健室があふれ返っていたりとか、また、それとは別の学校ですけれども、体調不良

者を預かるはずの保健室の空調が壊れても、すぐには対応が来なくて、それでも数週間で来ても

らえるだけでもありがたいというふうな捉え方を先生はされていますけれども、私は保護者の１

人として、それでは子どもを預けるのが不安な環境です。もし子どもが夏の暑い中３８度で授業

を受けていて、そして仮に保健室も壊れていたら、そういう中で子どもを学校に行かせるのは、

本当に安全な環境を私たちは用意できているのかと、反省しかないと思っています。計画と現場

の乖離というものはどうして起きていると思われますか。 

 

【小田嶋教育長】 

 いかがでしょうか。 

 

【亀村教育環境整備推進室担当課長】 

 現場の状況が当初の想定以上に故障ですとか、外気温が上がっているという意味では、環境が

悪化しているということがあると思いまして、なかなかそこに十分な対応ができていないという

ところがあると認識しておりますけれども、来年度以降、着実に工事を進めていく中で、可能な

限りしっかりと教育環境の改善を図りたいというふうに考えております。 

 

【野村委員】 
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 ありがとうございます。 

 もう１つ、予算の関係もあるとは思うのですけれども、思った以上に温暖化が厳しいとか、思

った以上に壊れるのが早かったということなど、予期せぬことって起こり得ると思うんですけど、

そういうときにどれぐらい柔軟に対応できるだけの予算が確保されているのかとか、計画にゆと

りがあるのかということとか、あとは、それでもお待ちいただかなければいけないときに、どれ

だけ学校の現場に寄り添った、森川委員がおっしゃったような、サーキュレーターを入れるでも

いいですが、何かしら、学校と相談して、どんな対策を設けているのか、そこに御納得いただけ

ていないからこそ、こういう声が私たち委員にも届いていると思うんです。どういった対策があ

るのか、メニューをきちんと用意して、問合せに対して、もう少しお応えいただければ安心して

預けられるので、このままでは本当に先生方の命も子どもの命も危ないと思うので、もう少し危

機感がほしいところです。お願いします。 

 

【小田嶋教育長】 

 西井委員、どうぞ。 

 

【西井委員】 

 野村さんの意見と重複するところがあるんですけど、重複したところから言うと、２ページの

「（３）事業スケジュール」ありますね、これは更新が、ということなんですけど、この中で表現

上の問題かも分かりませんけども、既存空調整備等の更新と未設置の特別教室への新設というの

は、両方足し上げられてあるのですけれども、未設置の特別教室というのは、それぞれ各年度の

数字からいうと、どういう状況になっているかというのは、まず教えていただけますでしょうか。 

 

【亀村教育環境整備推進室担当課長】 

 まず、普通教室につきましては、既に１００％空調が整備されているところでございまして、

特別教室につきましては、約８割ぐらいの設置率というところでございます。今回更新と合わせ

て、ついていない教室に設置していくということで、集中管理を入れながら、学校ごとに整備し

ていますので、この対象校ごとに未設置の特別教室にその工事が入る年度に、設置をされていく

というような計画とさせていただいております。 

 

【西井委員】 

 ということなんでしょうけど、数字で教えてください。つまり令和７年度で、特別教室で未設

置のものは、令和７年を我慢する学校が何校あるのか、８年このぐらい、９年このぐらい、こう

いうことです。 

 

【亀村教育環境整備推進室担当課長】 

 特別教室もいろんな部屋があるんですけれども、いわゆる教科で使う教室について数字を把握

しておりまして、整備の予定教室数が令和７年度で約９０室、令和８年度で約５０室、令和９年

度で約４０室、令和１０年度で１０室を本事業で整備する予定となっております。 

 

【西井委員】 
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 ありがとうございます。 

 ということは、全体での未整備の部屋が１９０室あるということですか。 

 

【亀村教育環境整備推進室担当課長】 

 はい。 

 

【西井委員】 

 １９０室あって、それをこの年数をかけて進めるということですね。そうすると、その間に冷

房がついていない特別教室を使う場合、どういうふうにするんですか。 

 

【亀村教育環境整備推進室担当課長】 

 特別教室の対策につきましては、既にスポットクーラーということで簡易型ではございますけ

れども、移動式のクーラーを配置させていただいておりまして、現時点ではそこで優先には対応

していただいているというところでございます。 

 

【西井委員】 

 分かりました。そういう避難措置を講じた上で、そういう計画で進んでいるということですね、

学校の方も了解されているということでよろしいですか。 

 

【亀村教育環境整備推進室担当課長】 

 はい。 

 

【西井委員】 

 それで重なる部分ですけれども、維持管理業務に関するところ、野村さんが聞かれたことです

けど、事業進捗の（１）番のアの表がついていますね。見ると、シーズンイン点検というのがあ

って、全ての学校ではないですよね。つまり、月をまたがって、ずっと１年間通していくと全校

回れると、百五十いくつになるのですか。つまり、これはまず業者さんによるモニタリングとい

う点検をされるということですけど、それが夏場に向かってピークがあり、冬場のピークがある

ということについて、間に合っていないところが随分あるような気がするのですけど、母数は１

５４、学校数ですよね、これ。それに対して各月にこれぐらい順番にやっていくということです

けども、それによって漏れているところがあるから、問合せがあったり、問合せと書かれていま

すけれども、実際にはあまり効かないとか、昨年は大丈夫だったけども今年は調子が悪いとか、

こういう話になるんじゃないかというふうに、これを見ると推察されます。つまり、シーズンイ

ンの点検が甘いのではないかと。ここを業者さんと協議をする中で、もうちょっとピークを迎え

る前に夏と冬に向けてしっかり点検すれば、そんなに３７度、３８度になってから慌てることが

なくなるじゃないかなと思うんですけど、そこら辺はどうですか。 

 

【亀村教育環境整備推進室担当課長】 

 確かに、今回も夏に向けてのシーズンイン点検の日程調整に少し課題があったものと認識して

おりまして、それにつきましては、今年度の反省を踏まえて学校との日程調整に活用していくと
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いうことで業者と調整していきたいと考えております。 

 

【西井委員】 

 それは、令和７年に向かって教育委員会のほうに計画を出していただくことはできますか。つ

まり、これは去年の対応件数ですか。 

 

【亀村教育環境整備推進室担当課長】 

 こちらについては今年度ということで。 

 

【西井委員】 

 令和６年度ということですよね、今、動いているところですよね。 

 

【亀村教育環境整備推進室担当課長】 

 はい、そうです。 

 

【西井委員】 

 令和７年度のシーズンイン点検というのは、どういうふうにするかというのを、ぜひ、別の機

会で教えていただきたい。 

 

【亀村教育環境整備推進室担当課長】 

 そうですね。令和７年度に向けて、学校と日程調整をし始める月が決まっているということで

すので、タイミングや報告の仕方があると思いますけれども、調整させていただきまして、報告

をさせていただきたいと思います。 

 

【西井委員】 

 学校と協議をしてというのはわかりますけど、基本的にはシーズン前に終わりたいんだと、チ

ェックを。それは生徒・児童の健康問題に影響する話なので、計画の段階で学校の話じゃない、

何もなくて全て学校の計画に合わせてやるというのは、進め方として話がおかしいんじゃないの。

つまり、シーズンイン点検をやった上で大丈夫だからシーズンを迎えられます。それをやったに

もかかわらず、それに対して何らかの不具合が生じた場合は、先ほど、森川さんからあったよう

に、できるだけ時間を置かずに、今、お答えなられたように、時間をかけずに修理に伺うと。こ

ういうことではないですか。こんなだらだらシーズンイン点検やってどうするんですか。あり得

ないと思います。 

 

【小田嶋教育長】 

 その辺の来年度の今年の状況を見ながら改善していくというのは、ある程度可能なこととして

考えていいですか。 

 

【亀村教育環境整備推進室担当課長】 

 可能になるように調整していきたいと思います。 
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【小田嶋教育長】 

 可能な限り、限界はあるのかもしれませんけど、しっかりそこを詰めていただければと思いま

す。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 

【西井委員】 

 設備の訪問については、大方針の中で、このスタイルの契約、運用方式に変えていったんです

よね。基本的に川崎の事業なんだから、川崎の地元の産業をしっかり使っていくと、地元の企業

を使っていくというのが前提で、これだけ長い契約を結ばれているんです。この考え方はいいと

思うんです。ただし、今みたいな健康状態に影響が出るような設備の運用がなされているときに、

地元の企業でできなければ、先ほどの事例のように、外部から、あるいは、洪水のときは川崎市

以外の事業者から応援を求めると言っているわけですよね。それと全く同じじゃないですか。そ

れぐらいのフレキシブルな対応ができるようにするというのが企画をする教育委員会事務局の仕

事ですよ。緊急事態だと思った方がいいですよ。そういうふうにぜひ思って対処してほしいんで

す。お願いしますよ。 

 

【小田嶋教育長】 

 次の契約変更にも関わることになりますか。 

 

【亀村教育環境整備推進室担当課長】 

 契約変更とは関連いたしませんけれども、しっかりと調整していきたいと思います。 

 

【井川教育環境整備推進室担当課長】 

 補足させていただきますけれども、今回ＰＦＩという事業の中で、一定の機能保証をしている

と。要するに、企業側の責任でもって、この期間の一定の製品保証というわけなんですけれども、

それ以外の今出たようなところについても、個別に対応はしていきます。ただ個別にやると、そ

の瞬間はよくても、性能保証がなく、ただの修理になってしまう。そうなるとこのＰＦＩから抜

けていくと、今、ちょうど悩ましい時期でもありまして、もちろん、学校と協議をしながら、直

さなければいけないところはすぐ直すのですけれども、そうすると、ＰＦＩという大きな船から

下りてしまう。そうすると、その後の次回の１０年間というところをどうやるかということを考

えると、できれば、この船に乗っていたほうが長期的には有利だろうということで、今、難しい

判断を学校とともに相談しながら進めているところではあります。とは言え、船に乗るために無

理するということではないので、そこは現場とも調整をしながらというところでやらせていただ

いておりますけれども、先ほど、野村委員からもありましたけれども、早くやりたい、一方で適

切な手続も踏まなければいけないというところがございます。実際には見積りをもらったりとか、

それで簡単に１、２週間たってしまうというのが実際のところなんですね。先ほどおっしゃられ

ましたシーズンイン点検をできれば５月、６月までに終えるということで計画を立てていたもの

の、今年度、過ぎてしまいましたけれども、冬場は何とかそれを短縮化させてみますので、その
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経験を生かしてやっていくというふうに考えております。 

 ただ、例年、シーズンイン点検をしても、本格稼働をすると不具合が起きるというのは、どう

してもありますので、そこにはできる限りの対応をしてまいりたいと考えておりますので、御理

解いただければと思います。 

 

【西井委員】 

 理解はしますけど、健康被害が出てから後悔しても遅いということを考えてほしいかなと思い

ます。 

 それと、今の話に納得いかないのは、洪水が起きたときに、業者だったら自分の責任が果たせ

ないから、外の事業者を使わせてくださいということについては、こちらの契約更新、この契約

の変更後、受け入れると、費用を出してもらう。そういう契約になっているにもかかわらず、こ

ちら側で見つけた不具合について、対応もこれまでと同じように１０年間の契約をもらって、ど

ちらが有利かというのは、コストパフォーマンスがいいかというのは、比較できるものが違うじ

ゃないですか。そこの考え方を、そういうことまで含めて行政は指定業者に丸投げしているんで

すか。それは業者の仕事だと言っているんじゃなくて、我々の仕事だということを言っているん

ですよ。それができていないことを言われているんですよというふうに思っていただきたいとい

うことです。 

 モニタリングの話は、５月までにやってくれと。それを前提に契約を見直すこともあるかもし

れない。そういうことをちゃんとルール化して、もう１回徹底しましょうよと。なぜなら環境が

変わってきているんだから。ということをしてほしいんですよ。そこはぜひ、努力しました、だ

けどできませんということがないように、改めてくどいですけど、申し上げておきます。 

 

【小田嶋教育長】 

 森川委員。 

 

【森川委員】 

 本当にシーズンイン点検、重要だなって、西井委員の今お話聞いていて思ったんですけれども、

万万が一、例えば先ほどおっしゃった、いざ動かしてみたら動かなかったなどあった場合に、も

うちょっと柔軟な対応、子どもって一人ひとりが発熱体なんですよ。クーラーが効かない部屋に

３０人詰め込んで、よりよい授業をしなさいなんて、学びの場として、決して適切ではないので

す。なので、スポットクーラーの貸出しやりますよとか、そういう柔軟な対応の提案、学校って

余分な設備一切ないんですよ。もう出払っちゃうので。なので、事務局がお持ちしましょうかと

か、そういう柔軟な提案を、それこそ現場に寄り添っていただきたい。大人の都合で時期がこう

だとか、予算がどうだとかといって、隙間に落ちていくのは子どもの健康であっては決していけ

ないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

【井川教育環境整備推進室担当課長】 

 ただ今のお話でありますが、スポットクーラーの融通も、今年度はもう既に中学校のところで

余っているというものを小学校に我々が車を出して、回るというようなことをしておりますので、

今、いただいたようなお話も含めて、学校の現場に寄り添った対応をしてまいりたいと考えてお
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ります。 

 

【小田嶋教育長】 

 今、森川委員からいただいたような意見も含めて、来年度のシーズンイン点検の計画について、

しっかり詰めてもらって、それでまた御報告していただけるように、よろしくお願いします。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、報告事項Ｎｏ．４は終了といたします。 

 

 

報告事項Ｎｏ．５ 川崎市立小中学校空調設備更新整備等事業の契約の変更について 

 

【小田嶋教育長】 

 次に、報告事項Ｎｏ．５「川崎市立小中学校空調設備更新整備等事業の契約の変更について」

の説明を、教育環境整備推進室担当課長、お願いいたします。 

 

【亀村教育環境整備推進室担当課長】 

 お手元の資料のファイルナンバー０６－１を御覧ください。「川崎市立小中学校空調設備更新整

備等事業の契約の変更について」でございます。 

 報告事項No.５は、令和６年３月１８日に市議会で議決を受けた川崎市立小中学校空調設備更新

整備等事業の契約の一部を変更するものでございます。 

 変更内容といたしましては、契約金額２６３億９，３６９万５３４円を２７１億６，９１３万

８，６１８円に変更するものでございます。 

 お手元の資料のファイルナンバー０６－２を御覧ください。「川崎市立小中学校空調設備更新整

備等事業の契約の変更について」でございます。 

 「１ サービス対価の仕組み」でございますが、本事業におけるサービス対価の構成につきま

しては、サービス対価Ａは設計・施工等、サービス対価Ｂは維持管理の対価でございまして、支

払い時期は記載のとおりでございます。また、このたび、「対象室数の変更に伴う改定」と「物価

変動に基づく改定」が生じていることから、これらを併せて実施し、契約金額を変更するもので

ございます。 

 ２ページを御覧ください。「２ サービス対価の改定」でございますが、（１）対象室数の変更

に伴う改定につきましては、本事業で更新や新設を予定していた室の中で、故障等により更新が

必要になり、市側で更新を行った場合や、児童生徒数の増加等の理由により市側で教室転用工事

と併せて新設した場合などは、対象室数について改定を行う必要がございます。 

 サービス対価Ａは、更新対象室及び新設対象室の減少に伴い、契約金額が約１億４，０００万

円減少いたします。一方で、サービス対価Ｂは、市側で整備することにより、維持管理対象室が

増加いたしましたが、本事業で整備する空調設備が減少することで、性能保証に係る費用が減少

することから、約６００万円減少いたします。 

 ３ページを御覧ください。（２）物価変動に基づく改定につきましては、サービス対価Ａは、一

般財団法人建設物価調査会の「建設物価」を指標値とし、１．５％を超える物価変動がある場合

に改定をすることとしており、５．９８％の変動が認められたため、改定を行うものでございま
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す。 

 サービス対価Ｂは、日本銀行調査統計局の「消費税を除く企業向けサービス価格指数」を指標

値とし、１．５％を超える物価変動がある場合に改定をすることとしており、２．３１％の変動

が認められたため、改定を行うものでございます。 

 ４ページを御覧ください。（３）改定の計算方法につきましては、サービス対価Ａの改定対象費

用は直接工事施工に必要となる費用で約１５０億円でございます。サービス対価Ｂの改定対象費

用は令和６年度支払分を除いた費用で約７０億円でございます。 

 次に各サービス対価の計算式につきましては、記載のとおりでございます。 

 ５ページを御覧ください。サービス対価Ａは、改定率が１．０４５となることから、約６億９，

０００万円の増額となり、改定後のサービス対価Ａは約１７２億円でございます。 

 サービス対価Ｂは、改定率が１．０２３となることから約１億６，０００万円の増額となり、

改定後のサービス対価Ｂは約７５億円となります。 

 ６ページを御覧ください。「３ 改定後のサービス対価及び契約金額」につきましては、改定後

のサービス対価の合計は７億７，５４４万８，０８４円増の２７１億６，９１３万８，６１８円

でございます。 

 報告は、以上となります。 

 

【小田嶋教育長】 

 御質問等はいかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、報告事項Ｎｏ．５は終了といたします。 

 

 

報告事項Ｎｏ．６ （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の変更について 

報告事項Ｎｏ．７ （仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業の契約の変更について 

報告事項Ｎｏ．８ （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の変更について 

 

【小田嶋教育長】 

 次に、報告事項Ｎｏ．６「（仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の変更につい

て」から報告事項Ｎｏ．８「（仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の変更につい

て」までですが、これらはいずれも学校給食センター整備等事業の契約の変更について報告とな

りますので、一括して説明を受けることに異議はございませんでしょうか。 

 
【各委員】 
 ＜了承＞ 

 

【小田嶋教育長】 

 異議なしとして、一括して説明を求めます。 

 それでは、健康給食推進室担当課長、お願いいたします 
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【片山健康給食推進室担当課長】 

 それでは、学校給食センター整備等事業の契約の変更について、御説明いたします。 

 ファイルナンバー０７－１、報告事項Ｎｏ．６・７・８のファイルをお開きください。 

 報告事項Ｎｏ．６は、南部学校給食センターでございまして、平成２７年１０月１４日に市議

会で議決を受けた「（仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業」の契約の一部を変更するも

のでございます。 

 変更内容は、契約金額「１５５億２，２４５万５，０３３円」を「１５５億６，７０４万８，

４７１円」に変更するものでございます。 

 次に、４ページを御覧ください。 

 「１０ 変更理由」でございますが、事業契約書第７１条の規定等に基づき、物価変動による

契約金額の変更を行うものでございます。 

 次に、５ページを御覧ください。 

報告事項Ｎｏ．７は、中部学校給食センターでございます。同様に契約の一部を変更するもので

ございます。 

 変更内容は、契約金額「１１２億９，１９２万５，９４８円」を「１１３億２，６３４万６，

３４９円」に変更するものでございまして、変更理由は、報告事項Ｎｏ．６と同様でございます。 

 次に、９ページを御覧ください。報告事項Ｎｏ．８は、北部学校給食センターでございます。 

 同様に契約の一部を変更するものでございます。 

 変更内容は、契約金額「８１億４，２８９万３，９６２円」を「８１億６，６０８万５２０円」

に変更するものでございまして、変更理由は、報告事項Ｎｏ．６と同様でございます。 

 変更内容等の詳細につきましては、ファイルナンバー０７－２、報告事項６・７・８資料にて

一括して御説明いたしますので、ファイルナンバー０７－２のファイルをお開きください。 

 初めに、「１ サービス購入料の仕組み」でございます。 

 本事業はＰＦＩ事業手法を用いて、施設の設計・建設業務から完成後の施設の維持管理・運営

業務までを実施しております。 

 業務ごとのサービス購入料の構成は、表に記載のとおり、給食センターの設計・建設業務のう

ち、一括払いのサービス購入料Ａ、割賦払いのサービス購入料Ｂ、開業準備業務のサービス購入

料Ｃ、給食センターの維持管理・運営業務のうち、固定料金のサービス購入料Ｄ、変動料金のサ

ービス購入料Ｅで構成されております。 

 次に、２ページを御覧ください。「２ サービス購入料Ｄ及びサービス購入料Ｅの改定」でござ

います。 

 初めに、「（１）改定率」でございますが、サービス購入料Ｄ（固定料金）及びサービス購入料

Ｅ（変動料金）については、「契約締結年度（平成２７年度）」と「支払い対象となる令和７年度

の維持管理・運営を行う前々年度４月が属する年、（令和５年度）の対象となる価格指数の年度平

均指数」を比較し、１．５％を超える変動があった場合、対象となる費用の改定を行うこととし

ております。 

 中段の表を御覧ください。今回、改定の対象となる費用は、サービス購入料Ｄ（固定料金）の

「維持管理費相当額」と、「運営費相当額」のうち、「光熱水費相当分以外」、「電気代相当分」及

び「ガス代相当分」並びにサービス購入料Ｅ（変動料金）の「献立料金単価」のうち、「光熱水費

相当分以外」、「電気代相当分」及び「ガス代相当分」であり、改定率については表に記載のとお
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りでございます。 

 なお、サービス購入料Ｄ（固定料金）及びサービス購入料Ｅ（変動料金）の上下水道料相当分

については、改定率が１．５％以下となっておりますので、改定は行いません。 

 次に、「（２）改定の計算方法」でございますが、改定後の各費用は、改定前の対象費用に、令

和５年度価格指数を平成２７年度価格指数で除した価格指数比を乗じて算出するものです。 

 次に、３ページを御覧ください。「３ 改定後の各サービス購入料及び契約金額」でございます。 

 初めに、（１）南部学校給食センターでございますが、サービス購入料Ｄの改定額は表に記載の

とおりでございまして、表の一番下の行「サービス購入料Ｄ総額」を御覧ください。 

 改定対象費用「８９億３，８９８万９２９円」を「８９億７，８３７万８，１７９円」に変更

し、「３，９３９万７，２５０円」の増額を行うものでございます。 

 次に、４ページを御覧ください。 

 サービス購入料Ｅでございます。改定額は表に記載のとおりでございまして、表の一番下の行

「サービス購入料Ｅ総額」を御覧ください。改定対象費用「２億７，１７２万１３４円」を「２

億７，２８６万２，３７４円」に変更し、「１１４万２，２４０円」の増額を行うものでございま

す。 

 次に、５ページを御覧ください。 

 改定後の各サービス購入料及び契約金額でございまして、表の一番下の行「合計」を御覧くだ

さい。各サービス購入料に消費税を加えて、税込み合計で現在の契約金額「１５５億２，２４５

万５，０３３円」を「１５５億６，７０４万８，４７１円」に変更し、「４，４５９万３，４３８

円」の増額を行うものでございます。 

 次ページ以降は、中部学校給食センター及び北部学校給食センターの改定額等でございますが、

算出方法等は先ほど御説明した南部学校給食センターと同様でございますので、後ほど御参照く

ださい。 

 報告事項Ｎｏ．６・７・８の説明は、以上でございます。 

 

【小田嶋委員長】 

 御質問等はいかがでしょう。 

 よろしいですか。 

 それでは、報告事項Ｎｏ．６から報告事項Ｎｏ．８までは終了といたします。 

 

 

報告事項Ｎｏ．９  労働会館改修電気設備工事請負契約の変更について 

報告事項Ｎｏ．１０ 地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分の報告について 

 

【小田嶋教育長】 

 次に、報告事項Ｎｏ．９「労働会館改修電気設備工事請負契約の変更について」及び報告事項

Ｎｏ．１０「地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分の報告について」ですが、これ

らはいずれも労働会館改修工事について報告となりますので、一括して説明を受けることに異議

はございませんでしょうか。 
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【各委員】 
 ＜了承＞ 
 

【小田嶋教育長】 

 異議なしとして、一括して説明を求めます。 

 それでは、生涯学習推進課担当課長、お願いいたします 

 

【柿森生涯学習推進課担当課長】 

 それでは、報告事項Ｎｏ．９及びＮｏ．１０を一括して説明いたしますので、ファイルナンバ

ー０８－１、報告事項Ｎｏ．９・１０の１ページ、報告事項Ｎｏ．９を御覧ください。 

 こちらは、令和７年第１回川崎市議会定例会に提出する議案書でございまして、川崎市民館・

労働会館の整備に向けて、昨年４月から労働会館改修工事を行っておりますが、「１ 変更内容」

のとおり、労働会館改修電気設備工事請負契約の契約金額の変更議案を上程するとともに、３ペ

ージ「報告事項Ｎｏ．１０」に参りまして、労働会館改修に係る（１）及び（２）の各工事につ

いて、完成期限や契約金額の変更を報告するものでございます。 

 ファイルナンバー０８－２、報告事項Ｎｏ．９・１０資料は、議案書の補足資料でございます

が、本日はこれまでの経過等も含めて御説明させていただきますので、ファイルナンバー０８－

３、報告事項Ｎｏ．９・１０参考資料１・２を御覧ください。 

 この参考資料１につきましては、昨年１０月の教育委員会会議（定例会）で御説明したもので

ございますが、２ページに参りまして、改修工事の過程においてシートパイルの埋設が確認され、

新設する控え壁の基礎等に干渉することが判明し、３ページに参りまして、平面図のとおりシー

トパイルの埋設が想定されることから、除却または切断する必要がございます。 

 ４ページに参りまして、これに伴い、下のスケジュール表のとおり、当初、令和７年１２月の

工事完了を、令和８年７月と、約７か月の延長を見込んでいるところでございます。 

 ７ページに参りまして、シートパイルへの対応に加え、公共工事設計労務単価等の改定への対

応も要することから、８ページに参りまして、表の右から２番目の映像、下段のところです。昨

年１０月の時点で、合計約７．３億円の工事費等の増額を見込んでおりました。 

 １０ページに参りまして、参考資料２を御覧ください。 

 こちらが議案書の内容をまとめたものでございまして、「１ 工事請負契約の変更」について、

今回の変更契約のうち、表の中段「労働会館改修電気設備工事」は、増加額が契約金額の１０％

を超えるため、川崎市契約条例の規定により議会の議決が必要となり、また、上段の「労働会館

改修工事（建築）」及び、下段の「労働会館空気調和設備その他工事」は、地方自治法第１８０条

の規定により市長の専決処分となるものでございまして、各工事の変更後及び変更前の契約額、

増加額は表に記載のとおりでございます。 

 次に、「２ 完成期限の変更」につきましては、地中埋設物の撤去工事の追加に伴い、完成期限

の変更を行うものでございまして、令和７年１２月２２日の完成期限を約７か月延期し、令和８

年７月３１日とするものでございます。 

 説明につきましては、以上でございます。 

 

【小田嶋教育長】 
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 御質問、御意見、いかがでしょうか。 

 野村委員。 

 

【野村委員】 

 御説明、ありがとうございました。 

 シートパイルの件は、これまでも御説明いただいていたタイミングが何度かある中で、質問が

今になってしまったのは申し訳ないんですが、どうしても気になったので、質問させてください。 

 シートパイルは工事中に撤去されることが多いという説明があったんですけれども、だからこ

そ、ならばなぜ建設時にチェックせずに残置することにしたのか、それで残したままでいいのか

ということが、発注主である市の側に、当時説明はなかったのか、引き継がれる工事の記録みた

いなものが残されていなかったということは、当時の建設会社のほうに何か落ち度みたいなもの

が全くなかったのか、または市として記録すべき記録が残っておらずに、分解して初めて分かる

ような事態になってしまっていたのではないか、その辺りがどうなのか、もう少し詳しくお聞き

したいなと思っています。というのも、このことがあったからこそ、建設費の増額になっている

ので、背景の部分をきちんと整理させていただきたく、質問させていただきました。よろしくお

願いします。 

 

【柿森生涯学習推進課担当課長】 

 今、工事をしております労働会館につきましては、昭和５６年にできたものでございます。今

回発見されたシートパイルは、仮設の埋設物でございまして、図面には記載しないものでござい

ます。シートパイルは、基本的には工事後に撤去するものでございますが、隣の富士見公園は地

面を掘ると水がすぐ出るような状況であり、工事後にシートパイルをあえて引き抜かなかった可

能性も考えられます。当時の建設会社に確認したんですが、４０年以上前の話であり、記録は残

っていないとの回答であったと伺っております。今回、シートパイルが見つかったことで、工事

が延期となり、工事費も増額となったことで、市民の皆様にも御迷惑をおかけする形となったこ

とは、大変申し訳ないと思っておりますが、現状では、当時の建設業者に過失による責任を問う

ことはできない状況でございます。 

 以上でございます。 

 

【小田嶋教育長】 

 ほかに何かありますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、報告事項Ｎｏ．９及び報告事項Ｎｏ．１０は終了といたします。 

 

 

報告事項Ｎｏ．１１ 新たな「かわさき家庭と地域の日」について 

 

【小田嶋教育長】 

 次に、報告事項Ｎｏ．１１「新たな「かわさき家庭と地域の日」について」の説明を、指導課

長、お願いいたします 
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【新田指導課長】 

 指導課でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、「新たな「かわさき家庭と地域の日」について」御説明をいたしますので、ファイル

ナンバー０９－１、報告事項Ｎｏ．１１を御覧ください。 

 「かわさき家庭と地域の日」についてでございますが、平成２９年９月１３日の学校教育法施

行令等の一部改正により、①大人と子どもが一緒にまとまった休日を過ごす機会を創出するため、

公立の学校の休業日として「体験的学習活動等休業日」、②教育委員会は、この「体験的学習活動

等休業日」を定めるに当たっては、家庭及び地域における体験的な学習活動等の円滑な実施及び

充実を図るため、休業日の時期を適切に分散させて定めること等を講じるよう努めるものとされ

ましたところでございます。 

 本市では、これを受けまして、１０月のスポーツの日を含む３連休後の火曜日を「体験的学習

活動等休業日」として設定し、その名称を「かわさき家庭と地域の日」として平成３０年度から

試行実施をしてきました。 

 ３ページを御覧ください。 

 この「かわさき家庭と地域の日」につきまして、これまでの試行結果を検証するため、令和５

年１０月から１１月にかけて、保護者等を対象にアンケートを実施いたしました。 

 ４ページを御覧ください。 

 そのアンケート結果によりますと、肯定的な意見といたしましては、「かわさき家庭と地域の日」

を設定していることについて、約８０％の保護者等が「よい」または「どちらかといえばよい」

とされ、実施時期についても約７０％の保護者等が「そのままでよい」、との意見がございました。 

 一方、否定的な意見や課題といたしましては、約２０％の保護者等が「仕事を休めない」「ほか

の月日にしてほしい」との意見があり、約１５％の児童生徒が「家で留守番をしていた」との状

況であることが分かりました。 

 この結果から、大人と子どもが一緒に休日を過ごし、「体験的な学習活動を行う」という制度趣

旨を踏まえると、現在の実施方式には課題があると認識し、制度を改めることとしたところでご

ざいます。 

 ５ページを御覧ください。 

 令和７年度以降の内容についてでございますが、取得可能日数を１日から２日にいたします。 

 具体的には、これまで実施してきた（１）の「１０月のスポーツの日を含む３連休後の火曜日

（固定利用日）」につきましては、教職員の約９５％が休暇を取得していることから継続すること

としまして、これに加えて、（２）にある「保護者の休暇に合わせて柔軟に休暇を取得できる日（任

意利用日）」を、新設いたします。なお、この任意利用日につきましては、吹き出しにありますと

おり、登校しなくても欠席とはせず「出席停止・忌引等」と同じ取扱いといたします。 

 ６ページを御覧ください。 

 任意利用日を取得する場合の手続については、計画を立て、活動内容等を事前に学校へ届け出

ていただきます。 

 なお、任意利用日につきましては、学校ごとに、教育活動のため取得できない日を指定いたし

ますので、その日は避けていただく必要があります。 

 ７ページを御覧ください。 
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 体験的な学習計画の手助けとなるように、特に固定利用日については、市内企業等と連携して、

様々な体験活動の中から選択して利用できる仕組みを構築してまいります。現在、市内企業等と

調整を続けておりまして、参画していただく企業等につきましては、後ほど御紹介いたします。 

 また、任意利用日につきましては、市ホームページに、体験できるスポットを紹介し、児童生

徒等を支援いたします。 

 ８ページを御覧ください。 

 この制度変更に伴い、ネーミングも改めます。体験的な学習を行う休業日であることを踏まえ

まして、かわさきホリデー＆スタディ、通称「ホリスタ」といたします。 

 ９ページを御覧ください。 

 市内企業等との連携についてでございますが、令和６年１２月末現在で参画していただける市

内企業等につきましては、記載のとおりでございます。 

 なお、昨年度実施しましたアンケートの結果につきましては、参考資料として添付しておりま

すので、後ほど御参照ください。 

 説明につきましては、以上でございます。 

 

【小田嶋教育長】 

 御意見、御質問はいかがでしょうか。 

 西井委員。 

 

【西井委員】 

 御苦労さまです。 

 １点だけなんですけれども、アンケートに対する保護者の回答率があまりにも低いんじゃない

かなと思っていて、そういう面では、これが本当に、家庭と、その子どもの意見を代表したアン

ケート結果になっているのかどうかということに確証を持てないんですけど、これはなぜこんな

にアンケートの回答率が低いんですか。どういうふうに考えておられますか。 

 

【新田指導課長】 

 アンケートの結果の回答率が低いということ自体につきましては、原因のところまではつかめ

ておりませんが、アンケートのほうにつきましては、学校で使用している「ミマモルメ」という

ところで配信させていただいて、「ＬｏＧｏフォーム」というところで便宜的なアンケートを取ら

させていただいたところでございまして、アンケートを取ることについての書いて出さないとい

けないとか、そういう負担感はなかったと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

 

【小田嶋教育長】 

 背景というか、要因はまだつかめていないということです。一般的に保護者にいろいろなアン

ケートをミマモルメでやるときに、内容にもよると思うんですけど、概してそんなに高くはない

ですかね。 

 

【新田指導課長】 
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 ものによるかと思うんですけど、それほど回答率は高くはないかなと感じるところでございま

す。 

 

【西井委員】 

 ありがとうございます。アンケートは大体こんなものだということで理解いたしました。 

 平成２９年からスポーツの日に合わせて、プラスアルファで一日やっているというのは、かな

り浸透してきたので継続しますということですけれども、なかなか働いている親御さんは厳しい

だろうなというのが、今回のアンケートを取らなくても分かるんじゃないかなぐらいのレベルの

話かというふうに思います。むしろ、任意のほうというのは、当然その学校行事の中で、ここは

外してくださいよということについては受け入れられやすいし、趣旨も一定の理解をいただける

かなと思いますけども、通例、こういうものは一回やり始めるとなかなかレビューができなくて、

見直しなり改定ができない典型的な施策かなというふうに、ちょっと否定的な意見に聞こえるか

もしれませんけども、額面どおり受け取っていただいて結構かなと思います。 

 

【小田嶋教育長】 

 固定利用日については、我々もアンケートを取るまでは、もっと評価が低いのではないかとい

う予想はあったんです。ところが取ってみたら、意外に高評価になっているということで、しか

も、その間、コロナがはやったものですから、継続的な施行ができない中だったんですが、その

アンケート結果を基に、さらに、今、全国的にもラーケーションといって、ここでいう任意利用

日みたいなやり方というのが少し増えてきているという流れもあったりで、もう少し幅を広げて、

よりホリデー＆スタディということで、体験的な学習につなげられないかということでリニュー

アルしているので、この形でやっていく中で、また状況を見ていくようになるのかなと思います

けれども、そういう理解でいいですかね。 

 では、坂口委員。 

 

【坂口委員】 

 任意利用日を今回導入する一番の理由は何ですか。 

 

【新田指導課長】 

 アンケートの結果のところでも少し触れておりますが、アンケートの中で、２割の保護者等が

「仕事を休めない」、「他の月日にしてほしい」というところの意見がございまして、その中で、

じゃあ、固定日を今までの日からまたほかに動かすと、また、そこで休めない方が出てしまうと

いうところがあると考えておりまして、そこで先進事例ということもございまして、ほかの都市

も研究しまして、では任意で取得できる日というところを設定した場合には、その保護者の都合

によって月曜日に行かなくても、例えば、月曜日や木曜日なんかはもしかしたら休めない、もし

くは繁忙期の間は休めないけれども、少し手が空く時期になれば休むことができる、そういうこ

とがあれば、取得ができるだろうと、そういったところの条件を少しでも整えていって、体験で

きる機会を増やそうということで設定したものでございます。 

 以上でございます。 
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【坂口委員】 

 他都市の例などを教えていただきたいんですが、届出制というのが担任の先生の業務負担を増

加しないのかどうかということだけチェックさせてください。 

 

【新田指導課長】 

 他都市のところで、愛知県などでやられているということで、そちらのほうの自治体にお伺い

して、実際の届出の手続を確認してまいりました。愛知県なんかでもいろいろな都市があって、

電子申請をやっている都市もあるとは聞いているんですけれども、私どもが伺ったところでは、

紙の申請をしているということでございました。実際、学校のほうでどれだけ紙での申請が出て

いるということに対して負担があるのというところでは、愛知県全体でも取得率のアンケート、

実際３０％の人が取得する、取得予定ということでの結果を聞いておりますが、その行った学校

では月に２、３人が申請している程度であって、特にそこで負担になるようなことはないという

ことで聞いております。 

 また、今回、川崎市のほうで実施するに当たっては、保護者からの申請については電子申請「ｅ

－ＫＡＷＡＳＡＫＩ」というところを考えておりまして、そこで申請していただこうというふう

に。そこへ紙で出すとか、学校のほうで紙を受け取って、また、それを処理しなきゃいけないと

いうところでは、少し負担感は軽減しているかなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

【坂口委員】 

 ありがとうございます。 

 

【小田嶋教育長】 

 よろしいですか。 

 ほかにはいかがでしょう。 

 芳川委員。 

 

【芳川教育長職務代理者】 

 御報告、ありがとうございました。 

 子どもたちに体験を増やしてもらうということはとても大事なことだというふうに思っていま

すので、いい企画だなと思うんですが、もしかして、固定のほうが実は使いやすいんじゃないか

なという感じはしているんです。確かに動けない保護者はいるかもしれませんけれども、固定と

いうふうになっていくと、もうこれは決まりだからというふうに、そこで仕事が休みやすくなる

かもしれませんし、こういうふうに決められているからということがあるので、だから、どっち

の案と合うか予想はできない感じがするんです。そういう意味では、これから実施されると思う

んですけれども、できれば１年間、任意の場合の利用率はどれぐらいなのか、どれぐらいの御家

庭が使ったのかとか、そこの利用率を見た上で、さらに判断していったほうがいいんじゃないか

なという感じがします。 

 なぜかというと、任意となると、実はやらない御家庭も結構いらっしゃるかなという気がしま

すので、そこを比較した上で決めていただきたいなと思います。 
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 以上です。 

 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございます。 

 野村委員。 

 

【野村委員】 

 ありがとうございます。 

 １つは名前の変更というのはすごく賛成だということをお伝えしたかったと思います。家庭と

地域の日という名前で、お子さん、留守番されている方も多いということで、家庭と地域という

名前がつきながら、家庭と地域と交わらずに１日を終えるということの、もしかしたら寂しさも

あるのかなというふうに思いましたし、私が保護者としての立場で考えると、もしその日を留守

番させる必要があったときに、罪悪感を背負うことになるかなと思うので、名前が変わるという

ことが、少し気が楽になるといいかなというふうに思います。 

 ただ、一方で、結局、実のある休暇にならなければあまり意味がないというところもありまし

て、どうしても保護者の方がお忙しい場合に、子どもが安全に移動できる範囲内で、子どもだけ

で参加できる体験型というものの充実をお願いできないものかなというのがあります。地域の寺

子屋の皆様のお力を借りるなどして、その日に子どもが安全にできる範囲での体験があると、家

庭でできなかった子も地域の皆さんと一緒に子どもが何か体験ができるといいのかなと思います。

それが１つです。 

 もう１つが届出制のほうなんですけれども、活動内容を届け出るということで、却下されるよ

うな内容のものもあり得るということなんでしょうか。 

 

【新田指導課長】 

 届出をしていただく中では、基本的には体験的活動という趣旨のところを入れていただくよう

な形を考えておりますが、例えばそれがこの市内企業紹介の中には、例えば、カワスイとか、よ

みうりランドも入ってございますので、よみうりランドで例えば体験活動というところで保護者

と一緒によみうりランドの中でも自然散策ができる部分もございますし、また、親子の中で創造

的なものができることも、そこで見つかるかもしれませんというところで出していただければ問

題ないと思っております。 

 また、その活動内容については、じゃあ、終わった後に報告を必ずしも求めるというところま

ではしておりませんので、そういった運営でやっていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

【小田嶋教育長】 

 どうぞ。 

 

【野村委員】 

 ありがとうございます。 

 なかなか定休日の関係などで、主に土日だけ休みという方だけではないと思うので、そういっ
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た方はただ単に休暇を過ごしたいという御家庭があってもいいと思うんです。電子申請を推進す

るのであれば、ミマモルメに欠席や体調不良、けがなどのところにホリスタというのがあって、

理由のところ、説明を書くところに、今日は家族で過ごしますだけでもいいと思うのです。何と

いうか、不思議だなと思うのが名古屋で、愛知県で、月に３通ぐらいしかないから、書類の負担

がないということでありながら、でも、取ってほしくてこういう柔軟な制度をつくるわけなので、

制度設計そのものをもっと気軽に取ってもらえるようにはじめから用意するのがいいかなと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございました。 

 森川委員。 

 

【森川委員】 

 ありがとうございました。 

 現在数からすると少ないのかもしれないのですけど、教員のお子さんたちはどうなるのかなっ

て心配になりました。川崎市の先生方は、川崎市内に在住し、川崎市内の小中学校に子どもたち

が通っている方は非常に多いんです。教員の方がお休みを取れるのかなと、教員の子どもたちは

使えないのかなってすごい心配なのと、もし来年、これの使い勝手においてアンケートを取るよ

うでしたら、教員の取得率ってどうなのかなと、ぜひ、考えていただきたい。それこそ働きやす

さ、子育てしながら仕事のしやすさに教員が引かれては、新規採用のところにも関わってくるか

と思いますし、これも働き方改革にも関わると思いますので、その辺、考えていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございます。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

 それでは、報告事項Ｎｏ．１１は終了といたします。 

 

 

報告事項Ｎｏ．１２ 今後の自然教室の方向性等について（中間報告） 

 

【小田嶋教育長】 

 次に、報告事項Ｎｏ．１２「今後の自然教室の方向性等について（中間報告）」の説明を、指導

課担当課長、お願いいたします 

 

【北村指導課担当課長】 

 指導課でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、報告事項Ｎｏ．１２「今後の自然教室の方向性等について（中間報告）」について、

説明いたします。 

 ファイルナンバー１０－１、報告事項Ｎｏ．１２のファイルをお開きいただき、２ページ目を
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御覧ください。 

 初めに、「背景及び経緯」でございますが、自然教室で利用している八ケ岳少年自然の家につい

て、敷地の一部が土砂災害特別警戒区域等に指定されていることを確認したため、「現地での再編

整備」、「富士見町内での移転整備」、「他施設の活用」の３つの案を幅広に検討することといたし

ましたが、さらに、令和６年度分のバス手配が入札不調となり、一部の学校が日程や実施場所を

変更する事態となったことから、全校での確実な実施に向け、持続可能な実施手法の検討がより

一層必要となっているところでございます。 

 ３ページ目を御覧ください。 

 「八ケ岳少年自然の家の利用状況」でございますが、利用の約８割が自然教室、その他の利用

が約２割で、延べ利用者数の表にありますとおり、学校を除き、青少年団体の利用は新型コロナ

ウイルス感染症感染拡大前の水準に戻っておりますが、その他については、平成２９年度と比べ

て半減している状況となっており、また、青少年団体の月別の利用状況としましては、８月が最

も多く、３４団体、自然教室を除く宿泊室の稼働率は、同じく８月が最も多く、３９．６％とな

っております。 

 次に、「施設の劣化状況等」でございますが、八ケ岳少年自然の家は、築４５年以上経過した木

造建築物が多く、建物等の老朽化が著しいほか、バリアフリー未対応、土砂災害に対してもハー

ド面は未対応の状況ですので、施設を継続して使用するには、抜本的な老朽化対策やバリアフリ

ー化、土砂災害に対する安全対策が必要な状況となっております。 

 ４ページを御覧ください。 

 ３つの案について、それぞれ、この間の検討状況について説明させていただきます。 

 まず、「現地での再編整備」でございますが、昨年度までの検討で、改修ではなく、新築して集

約化することとし、レッドゾーン・イエローゾーン以外で整備する案について、検討いたしまし

た。 

 アストロハウス付近に宿泊棟等の建物を集約して配置し、宿泊定員を削減して規模の適正化を

図る一方で、ニーズの高い体育館を新たに整備するなど、概算工事費として約７２億円の見込み

でございまして、レッドゾーン・イエローゾーンを避けた施設整備は可能ですが、野外活動エリ

アはイエローゾーン内となります。 

 ５ページを御覧ください。 

 次に、「富士見町内での移転整備」でございますが、八ケ岳山麓付近６件の候補地のうち、一覧

表にありますとおり、候補地３において移転の可能性があると確認できたため、詳細に検討する

ことといたしました。 

 既存の宿泊施設等を解体し、宿泊棟や体育館を新設するなど、概算工事費として約６８億円に、

さらに土地取得経費等がかかる見込みでございまして、現在の八ケ岳少年自然の家より敷地面積

は大幅に減少しますが、必要な施設の整備が可能であることから、今後は、ほかの案とのコスト

比較が必要となります。 

 ６ページを御覧ください。 

 「他施設の活用」でございますが、こちらはこれまで教育委員会において御報告させていただ

いておりますので、詳細については省略させていただきますが、資料真ん中にございます、西有

馬小、菅生小、西中原中が、今年度、日程及び実施場所を変更して自然教室を実施しており、各

校に対し、「児童生徒へのアンケート」及び「教員ヒアリング」を実施したところ、児童生徒から
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は、他施設であっても９割以上が自然教室で充実した活動ができたと回答しており、教員からは、

移動時間が短いことによるメリットが挙げられた一方で、下見の負担や事務手続への対応に苦慮

するなど、初めて利用する施設であることによるデメリットに対する意見が寄せられました。こ

れら教員の負担に関して、西中原中学校では、添乗員が当日同行するパターンで実施したことか

ら、「教員の負担軽減が図られた」という意見がございました。 

 ７ページを御覧ください。 

 こちらも詳細については省略させていただきますが、学校ごとに時期及び場所を選択できるよ

うにしたところ、令和７年度は、小学校１９校、中学校１６校が他施設で実施することとなりま

した。 

 ８ページを御覧ください。 

 確実に他施設で全校実施するには、民間活用による持続可能な手法を検討する必要があること

から、民間事業者と意見交換等を行いながら検討しましたところ、コスト増となるものの、教員

の負担軽減につながる当日の添乗業務等が可能であること、また、全校での他施設実施は、３年

を目途に段階的に移行していくことを想定しておりまして、今後、令和７年度の他施設実施校の

実施結果と併せ、令和８年度の事前準備の実施結果も踏まえ、他施設での全校実施が可能か判断

してまいります。 

 次に、下段の表にありますとおり、３つの検討案をコスト比較いたしましたところ、「他施設の

活用」が最も効率的な状況となりました。 

 ９ページを御覧ください。 

 「今後の検討の方向性及びスケジュール」でございますが、施設整備につきましては、安全性

等の観点から一旦検討を凍結し、「他施設の活用」を前提に検討を進め、３年間を目途に、持続可

能な実施手法の確立に向けた検証に取り組んでまいります。 

 なお、これらの検証結果によっては、八ケ岳少年自然の家につきましては、地形的な課題や利

用状況等を踏まえ、今後、施設の存廃を含めて検討することとし、令和７年度末に「今後の自然

教室の方向性」等を取りまとめてまいります。 

 なお、ファイルナンバー１０－２については中間報告の本編、ファイルナンバー１０－３につ

いてはアンケート結果等の参考資料になりますので、後ほど御参照ください。 

 説明は、以上です。 

 

【小田嶋教育長】 

 御質問、御意見はございますでしょうか。 

 坂口委員。 

 

【坂口委員】 

 大変なお仕事を進めてくださって、ありがとうございます。 

 そして基本方針として、全ての児童生徒が自然教室を体験するという基本ラインを実現したい

ということの基に検証されていることに大賛成です。そういうことが基本だなというふうに思っ

ております。 

 １つですね、今後のこれからの方向だと思うんですけれども、今、実施している、施設を選べ

るという、そのような方針、「選べる！チョイス！自然教室！」という、このコンセプトに至った
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理由というのを教えていただきたい。つまりやむを得ず、八ケ岳だけに集中するわけにもいかな

いので、いろんなパターンを考えますということなのか、それとも、本当にこの時期が重なって

しまうので、１つの場所だと受け入れ切れないとか、選べるということにどれぐらいの意味があ

るのか、今後もこの方針で、続けていくのかどうかというのをはっきりさせてください。 

 

【北村指導課担当課長】 

 両方の意味があるかと思います。最初にちょっと御説明させていただきましたとおり、もとも

と我々、自然教室は八ケ岳少年自然の家でやるというのを前提に、ずっと長い歴史でやってきて

おりまして、昔は中学校は選びながらとか、小学校は箱根で林間学校をやっていたりとかという

経緯もあるんですけれども、八ケ岳でやるというふうになってから、ずっとこの間八ケ岳でやっ

てきているというところはありますが、施設が老朽化しているという中で、レッド、イエローみ

たいな話、さらにはバスも取りにくくなってきているというマイナス面も正直あって、こういう

話に至っているのは事実としてはありますが、ただ、先生方ともいろんな御意見を重ねさせてい

ただく中で、やっぱり子どもたちが自然教室をやるのを前提にしたときに、今、レッドが何だと

か、バスが何だとかという話、マイナスの話ばっかりだと、やっぱりちょっと嫌だよねという意

見がある中で、だったらいろんなところから、選べるようにしようよみたいな話をいただいたの

もあって、私のほうでこういうコンセプトを掲げて、進めましょうというのを始めましたので、

そういう意味ではマイナスな意見も正直ありますが、我々としては今後、もちろん全校実施でで

きるかどうかという判断は、ちょっと来年度、他施設トータル３５校がうまくいくか、そして令

和８年度の実施分の事前準備みたいなこともちょっとやらせていただくんですけれども、その両

方調査やった結果、全校できるかという判断にはなるんですけれども、できるという判断になれ

ば、この「選べる！チョイス！」を今後掲げてずっとやっていきたいというふうに思っています

ので、できればマイナスじゃない形で、いろんなところで、いろんな体験をできるというのは、

別に差異がある教育活動ではないというふうに我々は考えております。 

 

【坂口委員】 

 それは全くそう思います。 

 ２点あって、１つは八ケ岳の稼働率の７月、８月に合わせて７０％、そこに皆さん集中して自

然教室を実施していらっしゃるという実績がありますよね。 

 

【北村指導課担当課長】 

 逆に７月、８月は、あまり自然教室をやっていないです。 

 

【坂口委員】 

 ごめんなさい。間違えました。 

 

【北村指導課担当課長】 

 夏休みの期間については、一般開放、自然教室を使わない時期なので、青少年団体さんとか、

一般利用が多い時期になります。 
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【坂口委員】 

 承知しました。ちょっと資料を間違って読んでいましたけれども、じゃあ、どんな時期に自然

体験教室はなさるんですか。 

 

【北村指導課担当課長】 

 本編で言いますと、本編の資料３ページに、時期を書かせていただいておりまして、ファイル

ナンバー１０－２のほうですね。３ページの真ん中に、自然教室の実施時期、小学校については

主に５月の中旬から７月の上旬ぐらいまで。実際後期は、ちょっとこれまでは、八ケ岳でトータ

ル小中合わせて２万人、子どもを行かせなきゃいけないとなるので、夏休み終わってすぐ行くみ

たいな学校も正直あって、中学校も冬休み終わってすぐ行くみたいな学校も正直あったので、そ

ういう意味では、本当に稼業期間はずっと行っている状態になります。 

 

【坂口委員】 

 では、大丈夫です。気温が気になるなと思いまして、バスの問題、つまり交通手段はバスだけ

にしてはいけないということで、近隣のところを選んでいらっしゃるじゃないですか。そうした

ら、あまり移動しても意味がないというか、夏季の気温が高いのは何かアンケート調査も見たり

して、どうなの、活動は十分できるのかということをちょっと心配になりました。時期に関して

は、すみません、私も間違って読んでいました。 

 もう１点なんですけど、自然体験活動だから質の部分を考えると、もう少し国立の青少年施設

とか、自然の家を信頼してもいいんじゃないかと思います。埼玉の大滝が入っていたかと思うん

ですけれども、例えば赤城とか、御殿場とか、プログラムのやはり質が、ホテル滞在と全然違う

ように、社会教育関係者はどうしてもそう見てしまうんですね。特に雨天時とか、何かあったと

きの対応というのは、本当にプログラムの質が違うと思うので、先生方の負担もかなり変わるだ

ろうと思うので、検討なさったと思いますが、もし、さらに増やすのであれば、国立の施設をと

思いました。 

 以上です。 

 

【北村指導課担当課長】 

 実際、国立の施設も見に行かせていただいていて、今回まず第１弾として選ばせていただいた

のが、もちろん八ケ岳で海のプログラムはできないので、１００％八ケ岳と同じというわけでは

ないんですけれども、八ケ岳と同じようなプログラムができるなというところで、指導主事の先

生と一緒に見に行かせていただいて、国立の施設は、そこで完結できるプログラムはすごいたく

さんあるのですが、ちょっと我々今、２泊３日を前提に組ませていただいているので、２日目の

ハイキングとか、例えば御殿場だと、あまり近くに良い山がないものですから、バスが２日目も

あれば行けるんですけどというのもあって、ちょっと一旦落とさせていただいている状態になり

ます。なので、費用との兼ね合いもあるんですけれども、２日目のバスについては、スキーのと

きはバスを留め置きにしているんですけど、小学校は、中日はバスがない状態で今実施させてい

ただいているので、そこの兼ね合いも含めながら、検討はしていきたいなと思っております。八

ケ岳でできることと同様のものを前提に考えていまして、申し訳ございません。 

 あと、夏についてはおっしゃるとおりでございまして、今回、令和６年度にやった西有馬小と
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かがですね、７月に行っているので、本当にものすごく暑いときに行ったので、我々もヒヤヒヤ

しながら行っていただいたという経緯があります。なので、近場については当然、八ケ岳に行く

のと同じような気候環境になって、カタログには、その時期の気温も掲載させていただいた上で、

選択をするという形で学校ごとに選んでいただいておりますので、そういう意味では、近場では、

我々７月というのはお勧めはしていないので、それも踏まえて学校は、日程も込みで、選んでい

ただいた形になります。 

 

【坂口委員】 

 すみません。もう１点だけ。 

 

【小田嶋教育長】 

 どうぞ。 

 

【坂口委員】 

 すみません、これは追加情報なんですが、国立のほうの建て替えなども一生懸命しているとこ

ろなんですが、その際にバリアフリーということと、もう１つはやっぱりジェンダーの多様性も

配慮ということで、トイレの在り方とか、それから個室で利用できるシャワーとか、そういった

ものを設置しようとしている。埼玉県が全面的にそれを勧めているんですが、もし八ケ岳、この

路線だと、そういうことにならないかもしれませんが、建て替えなどの方向に行った場合は、ぜ

ひ施設、御検討いただきたいと思って加えます。 

 以上です。 

 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございました。 

 西井委員。 

 

【西井委員】 

 大変御苦労さまです。この方向で賛成いたします。 

 それで、この方向で検討していって、民間施設も含めた、今、先生もおっしゃったように、国

立のものを使ってもいいんですけど、こういうふうに変えていくときに、今ある八ケ岳の施設を

川崎市がどういうふうにしていくのかということが加わると、こういうやり方を変えるというこ

とに意味が出てくると思うんです。 

 つまり、これ指定都市としてリスクがあって使えないという判断の中で、今こうやっているわ

けですね。ハザードの問題で。これは、そういう土地と施設をどういうふうに川崎市が、市民に

還元していくのかという観点で、一言でいうと、どういう売り方ができるのかということをセッ

トで完全移管するときは、そういうことも合わせて、市民の皆さんに了解を得るという考え方が

必要だと思うんですよね。そういうふうに、ぜひ進めていただきたいというふうに思います。 

 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございます。 
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 生涯学習推進課長。 

 

【山口生涯学習推進課長】 

 生涯学習推進課長の山口でございます。 

 こちらの施設につきましては、存廃を含めて検討ということで、最終的な方向性の中では、存

続廃止を含めた結論が出るということになります。 

 仮に廃止となった場合につきましては、そもそも建物自体が老朽化して使えないということか

ら、この検討が始まっておりますので、そのまま例えば譲渡したり、売却するということは、な

かなか難しいかなということで考えておりまして、まずは、八ケ岳については教育財産でござい

ますので、施設自体の廃止を決めた後は、普通財産に戻しまして、全庁的に利用をまず検討する

ということで、その上で、どこも扱うという目的が見当たらないということになりましたら、そ

の上で売却ですとか、譲渡というような判断も、さらにしていかなければならないということで

ございますので、そちらにつきましては、全庁的に検討してまいりたいというふうに考えてござ

います。 

 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。森川委員。 

 

【森川委員】 

 本当に御苦労があったと思います。ありがとうございました。 

 菅生小学校が菅生中学校と御縁があるんですけれども、川崎市はずっと八ケ岳、小も中も八ケ

岳自然の家じゃないですか。あそこがあまりによかったので、大人の考えとして、ああ、八ケ岳

じゃないんだと思っていたんですが、菅生小の子どもたちが、「八ケ岳使えないんだって、でもね、

ほかのところに行けることになったんだよ」と喜んで行って帰ってきたんですね。そうしたら、

とりあえずは楽しかったと、いろいろやれて楽しかったという話を何人もから聞きました。なの

で、あそこじゃないと駄目だと思ったのは、大人の考え方であって、どこで学ぶかじゃなく、何

を学ぶか、何を経験するかだとつくづく思い知らされました。どうぞこれからも、とにかく子ど

もたちの安全第一、事故が起きない場所で、安全第一で進めていただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

 

【小田嶋教育長】 

 ほかにありますか。 

 どうぞ。 

 

【芳川教育長職務代理者】 

 ありがとうございました。とても詳しい資料で、よかったです。 

 今の森川委員でちょっと実感したんですけれども、確かに今までやった中で、教員の先生方が

ね、プログラムに慣れたりとか、予想しやすいのでやってきたと思うんですが、私、足柄も愛川

もよく知っていて、実はかなりここ、いろんな形のまた違うプログラムが結構ありまして、悪く
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ないんですよ。だから、ぜひそこら辺で、やっていくうちに先生方、さらに展開できるかなとい

うふうに思うんですが、ただ、暑いです。７月は使えない。９月までは使えないんだろうなとい

うふうに、避けたほうがいいかなというふうに思いますので、ちょっとその辺りと、あとはプロ

グラムをもっと開発できるかなというふうに思いましたので、ぜひ検討してください。 

 以上です。 

 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございます。 

 あとはいかがですか。よろしいでしょうか。 

 それでは、報告事項Ｎｏ．１２は承認といたします。 

 

 

報告事項Ｎｏ．１３ 市立高等学校改革推進計画第２次計画の検証報告について 

 

【小田嶋教育長】 

 次に、報告事項Ｎｏ．１３「市立高等学校改革推進計画第２次計画の検証報告について」の説

明を、指導課担当課長、お願いいたします。 

 

【北村指導課担当課長】 

 引き続き、よろしくお願いいたします。 

 それでは、報告事項Ｎｏ．１３「市立高等学校改革推進計画第２次計画の検証報告について」、

説明いたします。 

 ファイルナンバー１１－１、報告事項Ｎｏ．１３のファイルをお開きいただき、２ページ目を

御覧ください。 

 初めに、「背景及び経緯＆検証の考え方」でございますが、市立高等学校に関する計画として、

本市では、平成１５年５月に「川崎市立高等学校教育振興計画」を策定し、今後の目指すべき方

向性についての基本的な考え方や今後の主な取組を定め、振興計画に定める取組を推進するため、

平成１９年７月に「市立高等学校改革推進計画」を、令和２年２月に「市立高等学校改革推進計

画第２次計画」を策定し、この間、様々な取組を行ってきたところでございます。 

 令和６年度に第２次計画に位置付けられた各取組の実施状況等を検証することとしていること

から、下段左の図にありますとおり、各取組の実績等について、「達成」「達成→取組継続」「更な

る取組が必要」「未達成→継続」の４つの区分に分類するなど、検証いたしましたので、その結果

について、御報告させていただきます。 

 ３ページを御覧ください。 

 第２次計画の各項目における取組内容につきましては、全日制課程普通科、全日制課程専門学

科、定時制課程に分け、それぞれの目標に向けて、実施すべき項目及び取り組むべき内容を設定

しております。 

 ４ページを御覧ください。 

 全日制課程普通科に関する取組の実施状況についてでございますが、「魅力ある普通科教育の推

進」に向け、４つの項目に取り組みました。 



45 

 まず、「カリキュラム・マネジメント」につきましては、幸高等学校や高津高等学校で、教科等

横断的な教育課程を一部実施したほか、全校で、「総合的な探究の時間」を活用し、地域や学校の

実態に応じた教育課程を編制いたしましたが、編制した教育課程を組織的かつ計画的に評価・改

善するまでには至りませんでした。右の表を御覧ください。高等学校教育においては、大学入学

者選抜が大きく影響を与え、「一般選抜」に対応した知識伝達型の授業にとどまる傾向にあります

が、「総合型選抜」の実施割合が年々増加していることから、今後、生徒の思考力・判断力・表現

力や主体性等を育成するための教科等横断的な学びが、より一層必要となってくることが想定さ

れます。そのため、全校での教科等横断的な教育課程の編制、及びそれらを組織的に評価・改善

していくカリキュラム・マネジメントの仕組みづくりを検討していく必要があることから、「更な

る取組が必要」としました。 

 その他、「キャリア教育」「ＩＣＴ環境の整備」は、「達成→取組継続」とし、「中学生の普通科

志向」は「達成」としました。 

 ５ページを御覧ください。 

 「中高一貫教育校の充実」に向け、３つの項目に取り組みました。 

 １つ目の「グローバルコミュニケーション力」につきましては、海外からの留学生と在校生が

ともに授業を受ける「高校生スクールビジットプログラム」や、希望する在校生の家庭に留学生

が泊まる「ホストファミリープログラム」を令和５年度から開始し、異文化交流を図ったほか、

オーストラリアへの海外研修の内容改善などに取り組んでまいりました。しかしながら、国際社

会で活躍するためには、より多くの経験の場を設けることが重要でございますが、実際に海外に

頻繁に出向くことは、時間や費用面から難しいことから、学校内での体験を増やしていくなどの

教育活動の充実や、中高一貫教育校の強みを生かした教育課程の編制など、今後、より一層グロ

ーバルコミュニケーション力の向上を図る取組を検討していく必要があることから、「更なる取組

が必要」としました。 

 次に、「総合的な探究の時間」は、「達成→取組継続」としました。 

 次に、「特色ある中高一貫教育」につきましては、中高６年間の体系的・継続的な学びに向け、

高等学校普通科の募集を停止するなどの取組を実施してきましたが、高等学校での指導内容の一

部を中学校に移行することが可能になるなどの教育課程の特例措置である、「学習指導要領等によ

らない特別の教育課程」については、編制することができませんでした。特色ある中高一貫教育

を行うためには、特例を活用した教育課程の編制のほか、根本的な教育指導体制の整備に取り組

み、中高６年間を通した体系的・継続的な学びをより一層推進していく必要があることから、開

校からの１０年間を振り返りながら、今後、魅力化・特色化に向け、教育課程の編制や教育指導

体制の整備も含め検討していくため、本項目を「未達成→継続」としました。 

 ６ページを御覧ください。 

 全日制課程専門学科に関する取組の実施状況についてでございますが、「進路実現を目指した専

門教育」に向け、２つの項目に取り組みました。 

 「専門教育」は、「達成→取組継続」としました。 

 次に、「専門学科離れ」につきましては、幸高等学校ビジネス教養科を４学級から３学級募集に

変更しましたが、その他の高等学校においても、定員割れ傾向が続く専門学科があることから、

今後も、市立高等学校全体で専門学科離れへの対応策を検討する必要があることから、「更なる取

組が必要」としました。 
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 次に、「特色ある専門学科の情報発信」に向け、「情報発信」の項目に取り組み、「達成→取組継

続」としました。 

 ７ページを御覧ください。 

 定時制課程に関する取組の実施状況についてでございますが、「定時制生徒自立支援の充実」に

向け、「自立支援」の項目に取り組み、「達成→取組継続」としました。 

 次に、「定時制における学びの充実」に向け、２つの項目に取り組みました。 

 「学びの充実」につきましては、令和６年度から、橘高等学校において、特別支援教育サポー

ターの派遣回数を増やすなど、授業開始前の個別学習支援の充実に取り組んだほか、令和５年度

から、川崎高等学校に日本語学習コースを設置するなど、学びの充実に取り組んでまいりました

が、右のグラフにありますとおり、定時制課程には支援が必要な生徒が多数在籍しており、特に、

学習面や行動面、対人面での支援が必要な生徒が多くなっていることから、より一人ひとりに応

じたきめ細やかな学習支援等を検討する必要があるため、「更なる取組が必要」としました。 

 次に、「学級編制」につきましては、高津高等学校及び川崎高等学校において、募集学級の変更

や募集停止を実施しましたが、昼間部は充足率が高いものの、夜間部は低い状況が継続している

ことから、社会状況等の変化や教育ニーズに合わせた教育課程の編制を検討する必要があるため、

「更なる取組が必要」としました。 

 ８ページを御覧ください。 

 「第２次計画の検証結果まとめ」でございますが、第２次計画に位置付けられた各取組の実績

及び検証結果について、「更なる取組が必要」なもの、及び「未達成→継続」としたものについて

は、今後取り組むべき課題として、右にありますとおり、「①教科等横断的な学びの強化の必要性」

「②中高一貫教育の見直しの必要性」「③専門学科の定員割れへの対応の必要性」「④教育ニーズ

に合わせた定時制課程の在り方検討の必要性」の４つにまとめました。 

 次に、「第２次計画策定以降に顕在化した課題」でございますが、第２次計画の検証だけではな

く、社会状況の変化等に伴い、計画策定以降に顕在化した事象についても合わせて対応を検討す

る必要があることから、子どもを取り巻く様々な状況や課題から、市立高等学校の今後の方向性

に影響を与えると想定される、「少子化の進行」「市外流出の増加及び通信制課程進学者の増加」

「高津高等学校校舎の目標耐用年数経過」についても、検証結果と併せて対応を検討していくこ

ととしました。 

 ９ページを御覧ください。 

 「今後の検討の方向性＆スケジュール」でございますが、検証結果からまとめた４つの課題と、

計画策定以降に顕在化した課題について、それぞれ関連性のあるものを３つに集約し、今後検討

すべき３つの方向性としてまとめました。 

 まず、１つ目の「“選ばれる”高校づくりと少子化に伴う定員減への対応」につきましては、専

門学科の定員割れ傾向や、進路希望先として市外流出の増加、令和２０年度には県内中学校卒業

者が令和５年度と比較して約３割減となるなど、少子化が進行すれば、高等学校は「選ばれる立

場」がより鮮明になってくることから、今後、川崎の強みを生かしながら、全校の魅力化・特色

化に取り組み、”選ばれる”高等学校づくりを目指して、今後の方向性を検討してまいります。 

 ２つ目の「学びを“選べる”高校づくりと定員割れへの対応」につきましては、定時制課程へ

の進学者が減少する一方、通信制課程への進学者が増加している現状や、第２次計画前の「市立

高等学校改革推進計画」において、将来的な検討課題として見送られていた、単位制の導入や神
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奈川県の「フレキシブルスクール」のような新たなタイプの学校の検討なども含め、今後、社会

状況の変化や生徒が求める教育ニーズ等を分析し、多様な学び方から、生徒が学びを“選べる”

高校づくりを目指して、今後の方向性を検討してまいります。 

 なお、これら２つの検討を進めるに当たっては、市立高等学校全体の適正な配置及び規模の検

討についても、同時に進めていく必要があり、併せて、令和１９年度には高津高等学校校舎の目

標耐用年数が８０年を経過することから、３つ目の「校舎の目標耐用年数経過への対応」につい

ても、併せて検討してまいります。 

 今後につきましては、これら３つの方向性に基づき検討を進め、「（仮称）新たな市立高等学校

等改革構想」として取りまとめることを予定しております。 

 なお、ファイルナンバー１１－２は検証報告書の本編、ファイルナンバー１１－３は市立高等

学校改革推進計画第２次計画となっておりますので、後ほど御参照ください。 

 報告事項Ｎｏ．１３についての説明は、以上でございます。 

 

【小田嶋教育長】 

 御質問、御意見お願いいたします。 

 森川委員。 

 

【森川委員】 

 ありがとうございました。 

 私、定時制について、お話させてください。 

 市立川崎の定時制なんですけども、ここにちょっと気になる子がいるので、文化祭にこっそり

行かせていただいたんですね。定時制だけの文化祭なんですけれども、校舎を使って、かなり盛

り上がり、普通高校の文化祭に比べると小規模ですけれども、盛り上がり、その子が１日も中学

校で学校に行けなかったんですが、市立高校の定時制に入って、１日も休まず学校に行っている

というお話を、本人には顔が分からないようになんですけど、保護者の方から伺いました。多様

性に、海外籍の子もいるからそうですけども、多様性に配慮した地域支援課などとも連携をして

いる関係で、きめ細やかな対応、かなり温かい学校だと保護者の方からも、お話を聞きました。 

 川崎市、今後の取組として、定時制の役割として、川崎市でどんどん増えている不登校の子ど

もたち、小中が義務教育になりますけども、高校という段階で、通信が今増えているとおっしゃ

いましたけど、皆さん多分知らないんですよね。定時制に行けるということ。小中行っていない

ので。 

 ですが、ここの定時制は受入れも幅広く、学校にノートを持ってくる習慣のない子のために、

プリント学習を用いたりとかしていまして、通信に行かれる方が多いと言いますけど、通信は学

費の無償化等の対象になっていないので、かなり高い金額を出して、保護者の方は行かせていま

す。 

 ただ、不登校の子が家にいるからこそ、親も仕事を諦めて、子どもを見守るために家庭にいる

状況の小中を過ごした家には、高校の学費の負担はかなりで、無償化の枠からも外れている通信

に行くことになると、まるで世間からは、うちの子がいないかのように取り扱われているという

悲しい話も聞いたことがあります。 

 ですから、私がお願いしたいのは、定時制の取組をどんどんもっと広めていただきたいという
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か、提案をしてあげてほしい。そうすると、小中の不登校の子で悩んでいるお母さんなり、お父

さんなりも希望になると思うんですね。親が希望を持っていたら、子どもも決して居場所がなく

なるわけではないと思うんですね。 

 なので、ぜひこのお話を、こういう生き方があるんだよと、３年が４年になろうとも、３年制

が４年制にならないと卒業できないだとしても、たった１年、大したことないと思います。高校

卒業の資格を取らないことには、日本での就労も始まらないので、ぜひ広げていっていただけた

らと、定時制に不登校の子の行き先に、川崎の不登校の子の行き先という目当てというか、存在

の意義も、これからの取組に入れていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございます。 

 ほかにはございますでしょうか。 

 芳川委員。 

 

【芳川教育長職務代理者】 

 御報告、ありがとうございました。 

 この学校は、これからいろんなことを書かなければならないかなというふうに思ったりしてお

ります。 

 実は私、川崎の夜間ですよね。それを見に行ったりとか、定時制に見に行ったりとかをしてい

たときに、すごくいい雰囲気で、とてもよかったと思うんですが、今現在の高校の状況を考えて、

１つは、やっぱり通信の部分をいかに利用しやすくしていくのかというところが、やっぱり結構

大きなキーワードなのかなというふうに思っていて、コロナ以降、学習、学びのスタイルが、特

に高校生以上が随分変わったような感じがしますので、そこは１つ学校の魅力につながっていく

のかなというふうな印象がありますので、そこの検討をちょっと間口を広げてみるといいかなと

いう感じがしました。 

 あともう１つなんですけれども、多分、定時制の中でも、昼間に使う方と、夜間に使う方と、

利用者が違うんじゃないかなという気がするんです。どうですか、そこの辺りどうでしょう。 

 

【北村指導課担当課長】 

 川崎市の定時制に通っているお子さん、生徒さんに関しましては、昔は、当然勤労青年のため

の夜間だったんですけど、今、２、３人ぐらいでして、夜でも、昼でも、不登校傾向であったり

したお子さんがほとんどで、学び直しもあまりいない状態です。 

 そういう意味では、あまり子どもの状況として変わらない状況でございまして、夜間が適正な

のかということも含めてやる時間帯、あと、我々今、方向性として、“学びを選べる”というのを

掲げているので、子どもたちのニーズにきめ細やかな対応ができるような方法は何なのか、検討

していきたいなというふうに考えております。 

 

【芳川教育長職務代理者】 

 ありがとうございます。 

 不登校であっても、昼間を選ぶ子と夜を選ぶ子は全然違うんじゃないのかなという気がするん
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ですよ。 

 だからそうすると、多分、学びのスタイルも違ってくるかなという気がしますので、だから昼

間とどうしてもカリキュラムが同じになっちゃうんですが、それでは漏れない、そういう学生の

諸事情かなという気がしましたので、よかったら、一応これも含めて検討してみてください。 

 

【北村指導課担当課長】 

 実際、朝から確かに通えないという子どもが多くて不登校になる子も実際多いと思いますので、

その辺りも含めて、実施と時間帯とかも含めて検討していきたいなと思います。 

 

【小田嶋教育長】 
 ありがとうございます。 

 西井委員。 

 

【西井委員】 

 御苦労さまです。 

 これから、また構想を進めていただいて、また議論する機会をいただけるんだと思いますので、

よろしくお願いします。 

 高校生の話なんですけど、今のお話で、子どもの数が減っていきます。それから、選ばれる川

崎の市立高校を選ばれるようにしていかなければいけないという、このことは、ほとんどの自治

体で同じことが議論されることになると思います。 

 そうしたら、高校生というのをどう捉える、高校生に対する教育をどう捉えていくかなという

ところをもう少し議論したほうがいいように思うんですね。 

 つまり、小学生、中学生、義務教育とは違う。例えば、ちょっと事例を申し上げると、ほとん

どの高校生が大学に進学されていくわけですね。一時は大学教育も、モラトリアムなんて表現を

されているときもありましたけど、今はかなり違う。専門性をかなり重視されている。でも、そ

こに乗らない人もいますよね。 

 というのは、実は、例えば欧州や米州だとかなりいるんですよ。そういう道を選ぶ人は、大学

院まで行って、さらに研究を進めていく。さらに専門性を磨いていくという方向に行く。 

 ただ、例えば、皆さん御承知で、ドイツでいうとマイスター制度というのがあって、これがい

わゆる３０歳ぐらいまで、仕事とその学習の学び直しを、繰り返しながら、国家資格を取りなが

ら、かなり認められる技術者になっていくという、こういうプロセスがあるんですね。例えば、

私は食品の技術を習っておりましたけども、アメリカでもですね、いわゆる調理師の資格を取る

というのは、非常に募集人数が多くて、この辺は別に大学に行くわけじゃないんですよ。ある一

定のところで、数学的なこととか、それから科学的なことを勉強したら、もうそういう道に行っ

ちゃうんですよね。 

 ただし、コミュニケーションが必要なので、多国籍の語学を勉強する。それから調理の実習み

たいなものを身につけていく、いわゆる調理師の世界のマイスターになるんです。こういう仕事

というのは、すごく尊敬されて、社会的なポジションも高いです。 

 だから、どういう子どもたちを育てるというのか、つまり、どういう働き方をしながら、この

子どもたちが将来を有意義に、夢を持ちながら過ごしていけるのかという、川崎の教育プランに
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ある、夢を持って生きていける生きがいを、夢を抱いて生きがいを感じながら生きていける子ど

もたちの基礎をつくるというのが小中高なものですから、そういう意味、高校のところについて

言うと、そういう能力開発というところに特化したらいい。 

 日本でいうと、高校とはちょっと違うんですけど、いわゆるエンジニアリングの能力をつける

という観点で言えば、高専ぐらいしかないんですよね。つながっている意味というのはね。こう

いうところに少し踏み込んで考えていくというのは、子どもたちの育成、将来、つまり、社会人

として独り立ちしていく術を身に付けさせるという観点で、もうちょっとテクノクラートに徹し

た、今の人材層にというのは、高校生ぐらいだと十分できるんじゃないかな。この間、坂口先生

と、麻生中学校の総合的な学習の時間、研究の中間報告会を同席させていただいたんですが、中

学生でこのぐらいのことをやられるのであれば、高校生もっとさらに進んでいる。社会課題に直

結できて、それに自分が答えるような能力を身に付けるということについて、やっぱり動機を持

って臨めるような人材をつくっていくという。こういうチャンスを与えるということでいいんじ

ゃないかな。 

 気持ちだけじゃ駄目なんで、ソリューションを提供するためには能力が必要なので、ただ学習

もしっかりやってもらわなきゃいけないんですよ。 

 ただ、選択を、目標を得られれば、そこに向かっての専門性というのは、全ての能力を高める

必要はないんですよ。もう１６歳だったら、それぐらいのことは考えられるような機会をあげて

ほしいなと、そういう風に思います。 

 

【小田嶋教育長】 
 ありがとうございます。 

 坂口委員。 

 

【坂口委員】 

 ありがとうございます。 

 私も森川委員と同じで、定時制に大変関心を持っています。 

 川崎市の規模で、これだけ夜間も含めて定時制の定員を確保して、維持してきていることが、

まずすばらしいと思います。 

 いろんなところが昼間に変えていったり、中高一貫にすることでなくしてしまったりするとい

う傾向が続いている中、残せる。それはやはり意味があるんだろうと思います。 

 都心なので、簡単に市外の高校に進学できるような状況の中で、選択肢が基本的にない、そう

いう若い方々の進学先を選べるようになっているということが、まずすばらしいと思います。 

 一方で、これは教員配置の問題だと思うんですけれども、１５歳、１６歳、１７歳で、将来の

専門を決めなければいけないような学科選択というのが、やはり大きく負担になっているんだろ

うと。夜間だから少ないということもありますが、機械科に進もうとか、なかなかすぐ思えない

ということが、やはりこういった専門科の不人気に直結しているんだろうというのが想像できま

す。そういう意味では、単位制というのが１つの方法なんだろうと思います。 

 単位制はもう１つ、やはり通信教育を受けている人たちのサポート校というんですか、スクー

リングの質がすごく低いところがたくさんあって、川崎市の場合は、そうではないと思うんです

が、少し地方に行くと、本当にコンビニの２階にある私塾がサポート校になって、塾よりひどい
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んですね。通信環境があればすぐ認定されてしまって、そういうところも含めてなんで。という

ことで、Ｎ校とかは非常にまた遠くにあったりするか、都心にある中、通信制を選んで、またそ

こでうまくいかない子どもたちが、もう１回入り直せるような場所になると、定時制が本当に蘇

ってくると思います。 

 また、個別最適な学びというのがこれからどんどん行われるとなると、１０年の間に、もちろ

ん子どもの数は減るんですけれども、通信制だったり、単位制だったりを志す若い方々というよ

うなことも思います。 

 そういう意味では、なかなかこの規模で、充足率で残しましょうということ自体を、川崎市は

大丈夫なんでしょうけど、もしかしたらいろんな審議会していく中で、議論になってしまうかも

しれないんですけれども、やはり自治体が学校を持てることの意味というのをぜひ強く何度も言

っていただけたらなというふうに思います。 

 あともう１点です。市内の例えば大学と連携して、自治体推薦の枠を１つ得るなどは、比較的

いろんな大学ができることです。 

 私たちも、縁のある自治体と１つ枠を持っていて、そこは必ずしも偏差値的に受験しないかも

しれないお子さんでも、理由があって進学する。例えばそんなことも可能なので、市立のやはり

高校の魅力の１つとして、自治体推薦などの取組をし、進路も見せていくというか、そんなこと

も考えられるかなと思いました。 

 以上です。 

 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございました。 

 野村委員、どうぞ。 

 

【野村委員】 

 学びを選べる高校づくりいうところを本当に応援したいというか、本当にこの方針をここに出

してくださったことに心から感謝を申し上げたいと思います。 

 不登校の話、出ましたけれども、通信という、単位制の学び方が必要な子どもというのは不登

校だけではなくて、私の息子に軽度の発達障害があることもあって、同じように発達障害を持っ

た保護者の方との交流の機会もあります。一緒に進路の勉強もしたりもしています。そういう中

で、やはりその中学の後をどうするかというところを悩んでいる保護者の方が非常に多いです。 

 ただ、やはりおっしゃっているサポート校の良し悪しの判断が難しかったり、通信制の高校に

通いながら、さらにサポート校にも入ろうという学費の負担感がすごく大きい。でも、失敗すれ

ば、またそこからやり直しになってしまうという、本当に親子で危ない橋を何とか渡って行きな

がら、何とか高校の資格を取らせてあげることができないかというふうに悩んでいる両親の方は

たくさんいらっしゃいます。 

 選ばれる市立高校にということですけれども、逆に、私たち界隈というか、発達障害の子ども

を育てる親からすれば、選べる高校が本当に少ないので、逆にその場所を市立が提供してくれる

なら、本当にもう、私も行きたいという人たちが全国から来るんじゃないかというぐらい、本当

に引っ越してでも行きたいと思う人が来るんじゃないかというぐらいニーズがあると思いますし、

本当にニーズがあるからというだけじゃなくて、つくるべきだと思っています。社会的な責任と
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して。ですので、単位を、すみません、必要以上に熱い思いになってしまうんですけど、本当に

単位で、自分のペースで学べるという学び方は本当に必要なので、心から応援したいですし、本

当に感謝申し上げます。これからもよろしくお願いします。 

 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございました。 

 各委員から御意見いただきまして、最後にありましたけれども、今後の取組として、仮称です

けど新たな市立高等学校の改革構想ということで今後考えていきますので、またその中でも、い

ただいた御意見を踏まえて出していきたいと思いますし、今これだけ世の中の教育に求められる

ものも変わってきているので、本当に大学入試自体も大分変わってきている。総合選抜も増えて

きているし、昨日の共通テスト、もう大分問題も変わってきている。そういう中で、今までの考

え方と大きく変えていかなくてはいけない部分というのも、高等学校についてもあると思います

ので、そういった部分での構想をこれからつくっていきますので、またプレゼン等をよろしくお

願いしたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 では、報告事項Ｎｏ．１３は終了といたします。 

 

 

報告事項Ｎｏ．１４ 市立小学校における事故について 

 
【小田嶋教育長】 

 次に、報告事項Ｎｏ．１４「市立小学校における事故について」の説明を、庶務課担当課長、

お願いいたします。 

 

【伊藤庶務課担当課長】 

 それでは、報告事項Ｎｏ．１４「市立小学校における事故について」、御報告させていただきま

す。 

 本件は、市立大島小学校において生じたプールの水の流出事故の報告でございます。昨年度に

発生しました稲田小学校プールの水の流出事故後、再発防止策を講じておりましたが、再度、こ

のような事故が生じ、誠に申し訳ございません。 

 それでは、ファイルナンバー１２、報告事項Ｎｏ．１４のファイルの、２ページをお開きくだ

さい。 

 「１」の事実関係でございます。 

 大島小では、プール授業終了後、プールの水を消防用水として活用するため、排水しないのが

通例でした。今年度は、プール授業を行わなかったものの、プール清掃後、消防用水のため、注

水しておりましたが、来月に予定されているプールの工事の下見のために、水を抜いた状態でし

た。 

 （２）でございますが、工事の下見が終了した後、消防用水として注水することとし、昨年１

１月下旬に、校長の指示を受け、教頭と教務主任が注水を実施しました。なお、勤務時間内で作

業を行う方針であるため、一旦止水をしております。 
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 （３）でございますが、昨年１２月６日、教頭が注水を再開しましたが、このとき、校長は不

在であり、注水する旨の報告は、誰にも行っておりません。 

 （４）でございますが、教頭は、満水まで少なくとも１０時間程度の注水を要することを知っ

ており、同日中には満水とはならないことが見込まれたため、退勤前に止水を行う予定でしたが、

（６）のとおり、止水作業を行わないまま、教頭は退勤し、注水を行っていることを知っている

者は誰もいなかったため、注水が継続したものでございます。 

 そして、（７）のとおり、翌日、学校施設開放の使用者が、プールに注水していることに気づき、

学校に連絡し、その後、教務主任からの依頼により、その発見者が止水しましたが、これにより

約２８時間３０分の間、注水を行い、推定流出量は６２０．５㎥、推定損害額は約５１万円とな

ります。 

 ３ページをお開きいただき、「２」の本件と、昨年度の稲田小事故との差異でございます。 

 まず、上から５段目の「過失」でございますが、詳細は表外に記載しておりますが、稲田小事

故は「重過失に近い過失」である一方、本件は「過失」であり、その程度は、稲田小事故に比べ、

軽いものと考えております。 

 次に「業務命令」でございますが、本件は「校長からの指示」に基づくものですが、稲田小事

故は、そのような指示はなく、むしろ注水を行わないとされていた日に行ったものでございます。 

 次に「施設の状況」などでございますが、稲田小のプールには自動止水装置があり、作業回数

も１回で済み、止水作業も本来は不要ですが、大島小のプールには、自動止水装置はなく、複数

回の注水作業・止水作業が必要となります。 

 ４ページをお開きいただき、「３」の損害賠償請求の法的根拠等でございますが、本件のような

事案には民法第７０９条が適用され、損害賠償請求の要件は「過失」となります。 

 一方、（２）のとおり、損害賠償請求を行うことができる事案であっても、常に損害額の全額が

請求できるわけではなく、諸般の事情を考慮し、信義則上相当と認められる限度において請求す

ることができるとされております。 

 また、プールの水の流出事故に係る裁判例につきましては、（３）のとおりございます。 

 ５ページをお開きいただき、「４」の国や他都市の動向でございますが、（１）にお示しのとお

り、昨年７月に文部科学省から通知がなされました。 

 この通知では、学校設置者による必要な支援やチェック体制の構築などが十分に行われないま

ま、特定の教師等に学校プールの管理が任せられ、教師等が損害賠償の責めを負うおそれもある

中で勤務する状況は望ましくありませんとした上で、学校プールの維持管理に関する教師等の負

担軽減を図り、今後、損害賠償請求を一律に行うのではなく、損害賠償責任が特定の教師等に生

じることのない、積極的な取組を依頼しております。 

 （２）の類似事例における他都市の取組でございますが、稲田小事故の公表を境に、損害額の

５割を請求する事例が多かったものが、請求しない事例が多くなったと言えます。 

 ６ページをお開きいただき、「５」の損害賠償請求についてでございますが、（１）にお示しの

とおり、止水を失念したこと、誰にも報告せず単独で注水したことは、教頭の「過失」に、注水

の指示の際に、注水時に報告することなど具体的な指示を行わなかったことは、校長の「過失」

に、それぞれ該当し、民法第７０９条や過去の類似裁判例に照らし、損害賠償請求を行うことが

できますが、損害賠償請求に当たっては、諸般の事情を考慮して判断する必要があります。 

 そして、考慮すべき事情は、（２）のとおりであり、市としては２年連続の流出事故であること、
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学校管理職の行為である一方で、失念自体はやむを得ないものであること、自動止水装置がない

といった施設面、チェック体制や過失の内容も考慮する必要があると考えております。 

 ７ページをお開きいただき、「６」の現時点の方針でございますが、現行の法制度の下では、過

失・損害があり、両者に因果関係があるため、損害賠償請求を行うことも考えられますが、稲田

小事故後に、文部科学省通知が発出されたり、類似事例における他都市の取組に変化が見受けら

れ、こうした状況の変化も踏まえ、本件については、過失の内容、施設の状況、作業の負担とい

った事情を考慮し、損害賠償請求は行わないこととするものでございます。 

 説明は、以上でございます。 

 

【小田嶋教育長】 

 結論的に今、最終的な損害賠償請求を行わないことが適当ということで説明がありましたけど、

御意見いろいろとあると思いますので、お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 西井委員。 

 

【西井委員】 

 これは専門家というのか、弁護士の方の意見も複数聞いているとお聞きしましたけど、それぞ

れ弁護士の見解を教えていただけますでしょうか。 

 

【伊藤庶務課担当課長】 

 正直、難しいところもあるんですが、弁護士の見解を２名に伺ったところ、それぞれ結論は分

かれています。 

 厳しいほうの意見としましては、やはり学校は管理職だということも踏まえたり、失念自体は

しようがないという御判断もありましたが、やはり誰も報告しないでやっているのはかなりまず

いということもありますけれども、施設の状況などを照らせば、請求したとしてもせいぜい１割

ぐらいだろうという見解もございます。 

 その一方で、もうこれは、要するに教育委員会全体としての責任であるということもございま

して、損害賠償をしなくても許されるという見解もございました。 

 以上です。 

 

【小田嶋教育長】 

 どうぞ。 

 

【西井委員】 

 ありがとうございます。 

 私は、これ意見ですけども、この結論でよろしいかなというふうに思います。 

 法的には少し意見が分かれることもありますので、今後、それでよかったのかということ、そ

れから稲田小のときはどうしたということが堀り返されて、訴え等に至る可能性はあると思いま

すけども、文科省の通知が出たということと、それから今、課長からの御意見もありましたよう

に、稲田小以降、この教育委員会としても、このテーマ、非常に課題が多いという、つまり課題

というのは、たしか前回の御報告では、川崎市の小中学校のプールの状況というのは、運営の仕
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方や、それから設備の状況等によって、９つのモジュールに分かれるくらい、非常に複雑な取組

になっているということの中で、我々もその課題を大きく受け止めて、善処しようということで、

今進めている中で起きた過失ということだと思います。 

 その観点で照らして言えば、教育委員会そのものにも、いろんな理由があるにせよ、対策が十

分講じられなかった、この間にですね。２つ目の事故が起きる前に。そういう意味では不作為と

いう観点で、責任はあるというふうに思っておりますけれども、ただ、これは非常に複雑なこと

でありますので、先ほど触れた、もし仮にこういう訴訟等に至った中で、ですけれども、十分に

反論できる余地があるのではないかというふうに思っておりまして、そういう観点では、この文

科省の通知ということを１つの機会として捉え、かつ並行して、教育委員会で取り組んできた取

組を併せ持って、今回は判断を変えるということで、私はよろしいかというふうに思います。 

 以上です。 

 

【小田嶋教育長】 

 ほかの委員の方、いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。特に質問等。 

 では、野村委員、どうぞ。 

 

【野村委員】 

 報告ありがとうございます。 

 本当に西井委員がおっしゃるとおり、私もこの件に関しては、この結論で私も同意しておりま

す。 

 お尋ねしたいのが、発見者の方が止水してくださったということで、緊急事態とはいえ、ほか

の方に止めるという作業を取り扱っていただいたことに関しては、どういった注意をなされたの

か教えていただけますか。何というか、そこを問題ないと扱うのか、一応そこも注意の対象にな

るのかというところだけは教えていただきたいです。 

 

【伊藤庶務課担当課長】 

 本来としては、学校の方が駆けつけた上で処理すべきだとは思いますが、本件に関しては、緊

急避難ということで、やむを得ないかというふうに考えておりますけれども、こういった事案も

ありましたので、そういうことがないように、繰り返しになりますが、学校にはきちんと管理し

ていただくようお願いしていくだろうかとは思います。 

 本件についてはすみません、これに関しては、よろしくないということは、校長や教頭には伝

えておりますので、今回だけ緊急避難ということで、許容ではないかというふうに考えておりま

す。 

 

【小田嶋教育長】 

 どうぞ。 

 

【野村委員】 

 分かりました。ありがとうございます。前回は、本当にプールのための注水だったという事故
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で、今回は消火のための、消火のために貯めておかなければいけなかった、趣旨も違ったという

ことで、プールの使用の用途というのは、あらゆる想定があるのだなというところは、私も詰め

が甘かったというのが想定外で、そういうことも含めて、やはり教育委員会として対策を講じる

部分は甘かった部分もあると思いますし、緊急時とはいえ、ほかの方に操作していただくことの

是非とかということに関しても、やはり事前の指導とかルールのチェック、それから、本当に手

動で止めるものの場合、少し忘れてしまったときのというセーフの何か仕組みを、一緒に教育委

員会もサポートして考えることができなかったのか。本当に蛇口をひねったら、その印を自分の

靴箱に、例えば注水中と貼れば、帰るときに気づくわけですよね。本当にそんなアナログ式でも

いいので、何かこう、どこかで人間が忘れたときに、何とか助けられるシステムができなかった

のか、私たちも対策を不足していた部分もあると思うので、本当に次回こういうことが起きない

ように、もう少しきめ細やかに学校と対策を考えていただければなと思います。よろしくお願い

します。 

 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございます。 

 

【井川教育環境整備推進室担当課長】 

 ただ今野村委員からの御指摘のとおり、我々もこの、実際にこの事故が再発してしまったとい

うことは、まさにおっしゃるとおり、こちらの対策が足りなかったものと、深く反省をしている

ところでございます。 

 実際に、大島小学校での、今年度は特にプールをやらなかったという実態がございまして、昨

年度は、実際にプールに注水するときには、職員室に貼り紙をしたりとか、そういうことをされ

ていたというふうに伺いました。ですので、我々も必ずしもプールの操作というのは、プールの

ときだけということではないかもしれないですけども、どうしてもそこに頭が行きがちだったと

いうのが実態だというふうに考えております。今後もこのことを踏まえて、むしろ請求しないと

いう考えをするからには、事務局として、責任が重くなったものと考えておりますので、我々も

勤勉に取り組んでまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

【小田嶋教育長】 

 森川委員、どうぞ。 

 

【森川委員】 

 ありがとうございます。 

 前回の稲田小学校のときに、止め方の地域で施設を利用する方たちと共有しようみたいな話、

出ませんでしたか。何となくそんな案も、アイデアレベルかもしれないんですけども、したよう

な気がしたんですけども。 

 これは消火材用の水ということで、プールの止め方ですけど、学校で先生たちが駆けつけるの

を待たずに、例えば地域の避難所運営会議の委員長ですとか、あと自治会長もですし、防災担当

委員とかもいるので、止め方はその辺の人たちとも共有しておくと、地域の人たちはすぐ駆けつ
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けられると思うので、そういったことも考慮、ちょっと考えてみてください。よろしくお願いし

ます。 

 

【井川教育環境整備推進室担当課長】 

 ありがとうございます。たしか前回のときも、森川委員から、そのような御意見をいただいた

のかなというふうに認識しております。 

 実際はなかなか機械でやるところですと、奥のほうであったり、機械室の鍵があったりだとか、

今回のところはですね、外のプールであって、施設開放の方が、鍵が持っていれば入れるところ

だったのですけれども、それもやはり学校によって千差万別というのが実態でございまして、そ

れがこの対策の難しさというふうには認識しておりますけれども、できることは何でもやってや

っていく方向で、取組を進めていきたいと考えているところでございます。 

 

【森川委員】 

 例えば、避難所運営会議ですと、各地域に鍵が１本渡されて、その鍵を持って開けて、防災倉

庫の鍵を開けたら、さらに中に鍵があって、その鍵を開けるというふうに、迷路みたいにちょっ

として、工夫をしたりするので、そんなこともちょっと考えて、非常時だけですから、何かそん

な、うまく機密を守れるようなやり方で、何かあったらいいなと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございます。 

 ほかには。芳川委員。 

 

【芳川教育長職務代理者】 

 すみません、時間のない中、申し訳ないんですが、例えば水漏れの場合には、水漏れなんじゃ

ないかみたいな、そういうチェックはあるんですけれども、何か妙にこの水がすごく漏れている

よというところでアラームが鳴るとか、あるいは、ここがちょっと水の使い方がおかしいとか、

そういう感じのシステム多分お考えになったと思うんですけど、それはやっぱり学校では難しい

でしょうか。 

 

【井川教育環境整備推進室担当課長】 

 そうですね。実際に今回も水が流れ出したわけですけれども、水道局のチェック、検診は、基

本は１か月に１回しか回ってこないですね。それを例えばアラームが鳴るような装置だとかとい

うことで様々考えられますけれども、実態としては、稲田小の後は、例えばマニュアルを整備し

たりだとか、ソフト面の対策を重視して取組を進めていました。特に稲田小のところが、スイッ

チをちゃんと入れていれば、自動で止水する措置があったということもあって、そちらの方に頼

っていた。また、ハード面での整備というと、やはりお金もかかりますので、そこにやはり我々

ちゅうちょしていたということもあろうかなと思っております。 

 今後につきましては、ハード面での対策についても、検討していきたいというふうに考えてお

りますので、引き続き取り組んでまいりたいと思っております。 
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 以上でございます。 

 

【芳川教育長職務代理者】 

 ヒューマンエラーは当然起きるというふうに考えるのは、大事なような気がするんです。 

 だから貼り紙とかだけじゃなくて、もうちょっとシステム的に、先生方がすぐ気づくとか、そ

ういう感じのセッティングを、特に大島小のような学校だけでもいいですので、していたほうが、

より確実なのかなと思いました。 

 以上です。 

 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございました。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、報告事項Ｎｏ．１４は終了といたします。 

 

 

１０ 閉会宣言 

 
【小田嶋教育長】 

 以上を持ちまして、本日の定例会は終了といたします。 

 
 

（１７時０１分 閉会） 


